
　　　　　　　主　　　文

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
（１）　特許庁が平成１年審判第１５０８２号事件について平成３年１２月１６日
にした審決を取り消す。
（２）　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文同旨
第２　請求の原因
１　特許庁等における手続の経緯
　【Ａ】（以下「【Ａ】」という。）は、名称を「桃の新品種黄桃の育種増殖法」
とする特許第１４５９０６１号発明（昭和５２年１０月２４日出願、昭和５９年８
月２２日出願公告、昭和６３年９月２８日設定登録、以下「本件発明」という。）
の特許権者であった。
　原告らは、平成元年９月１８日、特許庁に対し、【Ａ】を被請求人として、本件
発明の特許（以下「本件特許」という。）について無効審判を請求し、平成１年審
判第１５０８２号事件として審理された結果、平成３年１２月１６日、「本件審判
の請求は、成り立たない。」との審決がなされ、その謄本は、平成４年１月１１
日、原告らに対し送達された。
　【Ａ】は、原告らによる本訴提起後の平成７年２月４日に死亡したため、【Ａ】
の本件発明についての権利義務は、相続により被告に承継され、平成８年２月２３
日、その旨の移転登録がなされた。
２　本件発明の特許請求の範囲
　従来周知の缶詰専用桃品種タスカンを種子親とし、これに花粉親として桃品種エ
ルバーターを交配せしめて本発明者が改良育成した桃品種タスバーターを種子親と
し、本発明者が偶発実生の黄肉の桃品種晩黄桃を交配せしめ、得た種子より発芽し
た植物を選抜淘汰の結果
　本文に詳記し、図面に示すように葉縁がわずかに波立つが種子親タスバーター程
には波立たない大きな披針形の葉を有し、花は、淡紅色の蕊咲きで、花粉多く自家
受精の性質を有し、結実多く、果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地
に陽光面に紅暈を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻
密で繊維少なく、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、
果頂と底部との味の差がなく、芳香を有する桃の新品種黄桃を育成し、これを常法
により無性的に増殖する方法（別紙第一ないし第３図参照）。
３　審決の理由の要点（本件訴訟に関係しない部分を除く。）
（１）　本件発明の要旨は前項記載のとおりである。
（２）　これに対し、請求人ら（原告ら）は、本件特許は無効にされるべきである
として、以下のとおり主張する。
ア　特許法２９条１項柱書違反
（ア）　遺伝学上の通念によれば、特定の種子親と特定の花粉親とを交配させたと
しても、全く同一の特性を有する新種を確実に再現させることはほとんど不可能に
近く、上記特性の反復可能性はほとんど無きに等しい。したがって、本件発明の育
成方法により、同じ種子親と花粉親とを交配させたとしても、必ず同じ特性の新種
が得られるという保証はなく、本件発明は、理論上、実施不可能な発明である。
（イ）　本件発明の明細書（後記イにおける手続補正後のものを指す。以下「本件
明細書」という。）に記載された育種経過によると、まず、昭和２７年に得た実生
苗１３０本から、その１年後の昭和２８年に、「両親の中間形質を供えていると思
われるもの」３種を選抜したとあるが、どのような形質を確認して選抜を行ったか
についての客観的な記述がなく、専ら発明者の主観に従って「中間形質を供えてい
ると思われるもの」を選抜している。そのため、発明者以外の者が同じ選抜を行っ
たとしても、その結果が異なる場合もあり得ることになる。そのような場合におい
ては、本件発明は、特許法２９条１項柱書による「産業上利用できる発明」、ない



しは、同法２条における「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものと
はいえない。
（ウ）　昭和２９年に行われた第１回の選抜の段階では、実生苗は２年生であり、
通常栽培の場合には果実をつけていない状態である。仮定的に、上記段階において
果実をつけていたとすると、それは特殊な育成法を用いたはずであるが、本件明細
書にはそのような記載がまったくみられない。
　たとえ、その場合、高接法を使用したとしても、本件明細書にはどのような木に
高接したのか開示されていない。
　本件明細書記載の育種経過によると、育成者は、果実における両親品種の形質の
良いところを合わせ持った品種を得るために、果実以外の形質において両親の中間
形質を備えていると思われるものを選抜したことが明らかである。ところが、遺伝
学の教えるところによると、生物体の諸形質は、通常それぞれ独立して遺伝するこ
とから、例えば葉の形態の中間形に基づく選抜により、両親の良いところを合わせ
持った果実の中間形が必ず得られるという理論は成立しない。したがって、本件発
明の方法は、遺伝学の基本法則に従って創作されたものではなく、たとえ、発明者
が、本件発明の方法によって所期の目的を達成し得たとしても、それは単なる偶然
に過ぎず、再現性はまったく期待できないものであるから、本件発明は、反復可能
性も、創作性も備えていない。
（エ）　本件明細書の記載からみるならば、本件発明に係る品種について、他品種
との区別性、均等性、安定性、永続性等を判断するために必要な事項が一切記載さ
れていない。したがって、本件発明においては、それらについての実証がなく、創
作手段が具体的に開示されているとは到底いえない。
イ　特許法２９条２項違反
　本件発明の重要な構成要件である花粉親としての「晩黄桃」については、願書に
最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）には、その入手手段が具体
的に記載されておらず、出願から五年後に提出された昭和５７年７月１９日付け手
続補正書（以下「本件補正書」という。）によりその具体的事項が補正（以下「本
件補正」という。）され、更に、その３年後に提出された、特許異議申立てに対す
る昭和６０年３月４日付け答弁書において、なお説明を加えているものである。こ
の事実からみるならば、本件補正は、品種に属する植物の創成手段が明らかになっ
ていない明細書に、その創成手段を加える補正に該当するから、出願時の当初明細
書の要旨を変更するものであるとともに、当初明細書における発明は、明らかに未
完成である。
　そうすると、当初明細書の要旨を変更する本件発明については、その特許出願
が、本件補正書を提出したときになされたものとみなされるから、本件発明は、本
件補正書の提出日前に公開された本件発明の出願公開公報（昭和５４年５月１５日
特許出願公開、同年第６０１３２号公報、以下「本件公開公報」という。）に記載
された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ　特許法２９条１項１号、２号違反
　本件明細書の記載によれば、本件発明に係る新品種の育種は、昭和２７年から昭
和４２年にかけて、東京都世田谷区＜以下略＞において実施したこと及び新品種が
完成したのは、特許出願の１７年前であることが記載されている。
　これは明らかに、本件発明が、特許法２９条１項１号にいう「特許出願前に日本
国内において公然知られた発明」を対象としたものであり、少なくとも、同項２号
の「特許出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するものであるこ
とは明らかである。
エ　平成５年法律第２６号による改正前の特許法１２３条１項２号（特許の条約違
反。以下「旧２号」という。）及び５号（特許後における特許の条約違反。以下
「旧５号」という。）該当
　本件明細書においては、「本発明の実施には、特許法第２条第３項第３号の規定
（判決注―平成６年法律第１１６号による改正前の規定）により、特許請求の範囲
に記載された育種増殖法の使用のみならず、前記方法で育成された後代の本植物新
品種に属する植物の生産、使用、販売も含まれること、はいうまでもない。」と記
載されていることから、本件発明は、新品種をも対象とするものであり、「植物新
品種の保護に関する国際条約」（以下「ＵＰＯＶ条約」という。）に違反する。
（３）　そこで、以上の主張について検討する。
ア　特許法２９条１項柱書違反の主張について
（ア）　（ア）について



　本件発明は、その要旨から明らかなとおり、特定の親品種を交配せしめ、得た種
子より発芽した植物を選択淘汰して、所望の特性を有する桃品種を育成し、これ
を、常法により無性的に増殖する方法であって、品種の創成手段として交配を利用
するものである。
　そして、交配による品種の改良は、当業界における周知の手法である。
　すなわち、特定の親植物を交配させるならば、その親植物の遺伝子の組み替え
は、一定の法則（メンデルの法則）に従って起こり、何通りかの組み替えのうちの
一つとして、確率的にあるいは統計的に、必ず目的とする特性を有する植物が反復
して得られることは、育種学上周知のことである。
　してみれば、本件発明に係る育成方法は、理論上、その反復可能性が認められる
ものであり、本件発明が実施不能であるとすることはできない。
（イ）　（イ）について
　本件明細書においては、本件発明の育成方法にに係る黄桃（以下「本件黄桃」と
いう。）の育種経過について、以下の記載がなされている。
　「この新品種“黄桃”の育種は、昭和２７年（１９５２年）～昭和４２年（１９
６７年）にかけて、発明者の農場である東京都世田谷区＜以下略＞において実施し
た。
　昭和２７年（１９５２年）に、まず本件発明者が昭和１５年（１９４０年）に、
当時朝鮮慶尚南道蔚山郡長生浦に在住時代に、その土地において缶詰用果実の研究
改良の一環として、黄桃の改良を志し、米国の缶詰専用黄桃品種“タスカン”にこ
れも米国の黄肉種の桃品種“エルバーター”を交配して育成し、本発明者が命名し
た“タスバーター”種を種子親として採用し、これに、やはり本発明者が昭和１５
年頃、上記朝鮮で発見した偶発実生より選抜淘汰し、発明者が命名した“晩生黄
桃”を花粉親として交配した。
　（略）
　同昭和２７年（１９５２年）に交配種子約１５０粒を得て、これを播種し、これ
より実生苗１３０本を得た。
　昭和２８年（１９５３年）
　上記実生苗より、両親の中間形質を備えていると思われるもの約３種を選び、２
０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供試苗とした。昭和２９年（１９５４
年）～昭和３３年（１９５８年）の間、各系統の形質を比較し乍ら、前記両親の中
間形質のものの選抜をくり返し行った。」（本件発明の出願公告公報（以下「本件
公告公報」という。）２欄１０行ないし３欄６行）
　また、本件明細書には、育種目標、種子親の来歴及び特性、花粉親の来歴及び特
性、交配により得られた新品種の特性、親品種及び新品種の所在地が明記されてお
り、更に、本件明細書を精査するに、本件発明における交配後の選抜淘汰の手段に
ついては、何ら特殊な方法を用いるものでないことも明白である。
　そうすると、本件発明を実施する過程（育種目標の設定↓交配親の選定↓交雑採
種↓播種育苗↓主要形質の選抜育成↓増殖）のうち、交雑採種から増殖の一連の過
程は、果樹の育種における通常の手法により実施できるものと解される。
　そして、桃において、交雑育種は最も広く行われている方法であり、その選抜
法、繁殖法、特性検定法も、本出願前周知であったところからみて、本件明細書の
記載から、当業者が、本件発明を実施することは可能であり、更に、上述のよう
に、理論的に一定の確率をもって、目的とする品種を得ることができるものといえ
る。
　請求人ら（原告ら）の指摘する育種経過の記載は、いわる具体的な実施例ないし
実験例に相当するものであり、この部分の記載は完全ではないが、当業者として
は、本件明細書全体の記載及び周知技術から、本件発明を容易に実施できる程度の
内容を読み取ることができるものであり、上記育種経過の記載をもって、本件発明
の反復可能性、産業上の利用性、創作性までを否定することは、到底できない。
（ウ）　（ウ）について
　実生個体を早く結実させるために、既存の成木に高接する方法が取られること、
この方法により特性の識別を早期に行うことができることは、本出願前周知であ
る。
　そして、本件明細書の育種経過の欄にも、「上記実生苗より、両親の中間形質を
供えていると思われるもの約３種を選び、２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎ
して供試苗とした。」と記載されていることから、昭和２９年以降の選抜が、接木
の手法によるものであることが明瞭であり、更に、桃を接木する際に使用する台木



の種類も周知である。
　そうすると、昭和２９年以降の選抜が、果実の形質が育種目標に適ったものか否
かの基準によって行われたものであることは、当業者にとって自明のことであり、
この点についての請求人ら（原告ら）の主張も当を得ないものである。
（エ）　（エ）について
　本件発明は、交配を利用して植物を育種し、無性的に増殖する方法であって、そ
の再現性は、理論的に認められるものであるし、また、通常、交配から品種の確立
までに１０年ないし２０数年を必要とするが、本件明細書には、目的とする新品種
の特性の均等性、安定性、永続性の確認に１７年の歳月を費やしたことが記載され
ていること、本件明細書には、新品種の特性が詳記され、育種目標の１つである甘
味、酸味のバランスについては、定性的記載のみならず、精密調査による定量的デ
ータも示されていること、本件明細書においては、新品種の所在も明らかにされ、
それを本件発明の確認及び本種の特性確認のため役立てることが宣言されているこ
とからみて、本件発明で得られる品種の区別性、均等性、安定性、永続性は、出願
時には確認されていたものとするのが自然である。
　したがって、この点についての請求人ら（原告ら）の主張も採用できない。
イ　特許法２９条２項違反の主張について
　当初明細書においては、花粉親である「晩黄桃」について、次のとおり記載され
ている。
　「本発明者が昭和１５年頃、上記朝鮮で発見した偶発実生より選抜淘汰し、発明
者が命名した“晩生黄桃”を花粉親として交配した。
　この両品種の採用理由は、種子親♀とした“タスバーター”は、酸味が強いが、
果実が大きい特徴を有しており、これに花粉親♂として採用した“晩生黄桃”は、
果実は甘いが外観が悪く、酸味が少ないという欠点があったので、この両者の優秀
な形質を利用するのが目的であった。」（３頁５行ないし１３行）
　「Ｂ　花粉親品種
（ａ）　晩生黄桃
来歴前述したように、本発明者が、昭和１５年（１９４０年）朝鮮慶尚南道蔚山郡
において、作出したが、父母不明の偶発実生の黄肉種の桃を選抜淘汰して作出した
ものであり、終戦時芽接した苗を持帰ったものである。
特性―
樹勢：普通
葉：葉縁に波打ちがなく東洋系と思われる。
花：普通咲き、花粉多く開花期は普通、色は淡紅色である。
果実：形特に変った点はない。中果。果色は地肌黄色に赤色の暈を現し美しい。
果肉は黄色で肉質緻密、
味は糖度多く、酸味少く、甘味のみが感ぜられる。
熟期：八月上旬～中旬
その他：熟すると軟化するので、缶詰用としては不向きである。」（９頁６行ない
し１０頁４行）
　以上によれば、当初明細書においては、晩黄桃がどうような来歴を持ち、どのよ
うな特性を有するものであるかが特定されている。そして、育種経過の記載からみ
ても、昭和２７年に、該品種を花粉親として、本件発明が実施されたことは明らか
である。
　してみれば、当初明細書には、本件発明において使用する花粉親の入手手段が明
記されていなくとも、上記した花粉親の特性及び育種経過と、当初明細書のその余
の部分の記載とを総合すれば、本件発明の方法は、全体として具体性を備えたもの
といえる。
　そうすると、本件補正書によりなされた、「晩生黄桃」の原木及びこれより穂木
を採り、接木をして成木となったものの所在地を示し、本件発明の確認のために役
立て得るとの宣言を追加する本件補正は、本件発明に使用する花粉親の入手手段を
明らかにし、当業者が本件発明を容易に実施できることを更に明確にしたものであ
るから、要旨を変更する補正には当たらない。
　よって、本件発明の出願日は、その現実の出願日である昭和５２年１０月２４日
であり、それ以降に公開された本件公開公報に基づいて、当業者が本件発明を容易
に発明することができたものとすることはできない。
ウ　特許法２９条１項１号、２号違反の主張について
　本件明細書においては、本件発明が、いつ、どこで実施されたかについて明記さ



れているが、それをもって、直ちに、本件発明が、出願前に公然と知られた発明、
あるいは公然と実施された発明に該当するとはいえないし、また、被請求人
（【Ａ】）の答弁書における主張の内容が、上記事実を自白したものであるともい
えない。
　請求人ら（原告ら）は、本件発明が、いつ、どこで、誰によって公然と知られる
に至ったか、あるいは公然と知られる状態で実施されたかについて、本件明細書に
おける記載事実のほかに根拠を示して主張するものではないから、その主張は、具
体的な裏付けを欠くものであって、採用することができない。
エ　特許法１２３条１項２号（特許の条約違反）及び５号（特許後における特許の
条約違反）該当の主張について
　本件発明は、発明の要旨として認定したとおりの方法にほかならず、新品種自体
について対象とするものと解釈すべき余地はない。本件明細書の発明の詳細な説明
の項における、「特許法２条３項３号の規定が本件発明の実施に適用される」旨の
記載も、本件発明が新品種自体にあることを示す根拠にはなり得ない。したがっ
て、本件特許が、ＵＰＯＶ条約に違反するものではない。
（４）　以上のとおりであるから、請求人ら（原告ら）が主張する理由及び証拠方
法によっては、本件特許を無効とすることはできない。
４　審決を取り消すべき事由
　審決の理由の要点（１）は否認する。
　同（３）ア（ア）のうち、交配による品種の改良が周知の手法であることは認
め、その余は否認する。
　同（３）ア（イ）のうち、本件明細書において、本件黄桃の育種経過について審
決摘示のとおり記載されていること、また、本件明細書には、育種目標、種子親の
来歴及び特性、花粉親の来歴及び特性、交配により得られた新品種の特性、親品種
及び新品種の所在地が明記されていること、本件明細書における本件黄桃の育種経
過についての記載が完全なものでないことについては認め、その余は否認する。
　同（３）ア（ウ）のうち、本件明細書において、本件黄桃の育種経過欄に、審決
摘示のとおり記載されていることは認め、その余は否認する。
　同（３）ア（エ）のうち、本件明細書において、目的とする新品種の特性等の確
認のため１７年を費やしたこと及び新品種の所在地を示すことにより、それを、本
件発明の確認、本種の特性確認のため役立てる旨を宣言することが記載されている
ことは認め、その余は否認する。
　同（３）イのうち、当初明細書において、「晩黄桃」について審決摘示のとおり
記載されていることは認め、その余は否認ないし争う。
　同（３）ウは争わない。
　同（３）エは否認する。
　審決は、（１）本件発明には反復可能性がなく、発明として未完成であるにもか
かわらず、完成したものと誤って判断したこと（特許法２９条１項柱書違反）、
（２）本件発明の要旨の認定を誤ったこと、（３）本件補正により、本件発明の当
初明細書の要旨が変更されたにもかかわらず、その変更がなかったものと誤って判
断したため、本件発明の進歩性について判断を誤ったこと（同法２９条２項違
反）、（４）本件発明が、ＵＰＯＶ条約に違反するものであるにもかかわらず、違
反しないものと誤って判断したこと（同法１２３条１項旧２号、旧５号該当）の各
点において違法であり、取り消されるべきである。
（１）　本件発明が反復可能性を欠くため、発明として未完成であることについて
（特許法２９条１項柱書違反、取消事由１）
　「発明」とは、自然法則を利用した技術といえるものでなければならない（特許
法２条１項）から、発明には客観性がなければならない。
　発明に客観性があるとは、当業者が同じ方法で実施すれば、同じ結果が得られる
ということであり、一定の確実性に裏付けられた反復可能性があるということであ
る。
　したがって、一定の確実性に裏付けられた反復可能性がないものについては、当
業者において再実施することができないから、そのような技術的思想は、客観的存
在とはいえず、発明として完成したものとは評価し得ない。
　これを本件についてみるならば、本件発明は、以下のとおり、反復可能性がない
ものであることが明らかであるから、「発明」として完成したものとは認められ
ず、未完成なものというべきである。
ア　遺伝法則（メンデルの法則）を理由とする反復可能性について



（ア）　審決は、「特定の親植物を交配させるならば、その親植物の遺伝子の組み
替えは、一定の法則（メンデルの法則）に従って起こり、何通りかの組み替えのう
ちの１つとして、確率的にあるいは統計的に、必ず目的とする特性を有する植物が
反復して得られることは、育種学上周知のことである。」（前記３（３）ア
（ア））とするとともに、本件発明における育種目標は、両親の中間形質のものを
獲得しようとするものであると認定している（前記３（３）ア（イ）（ウ））。
　しかしながら、両親の中間形質の獲得は、メンデルの法則によって理論的に解明
できるものではないし、メンデルの法則が妥当する場面でもない。
　例えば、両親の花の色が赤と白の場合、メンデルの第１法則である優性の法則に
よれば、中間形質である桃色の花は獲得できない。
　つまり、メンデルの法則によれば、親植物の遺伝子の組替えが何通り行われよう
とも、両親の中間形質を有する植物は得られないのである。
（イ）　また、遺伝子の組替えが起こることは、一般論としては認め得るが、本件
発明がメンデルの法則に従っているか否かについては、何ら明らかにされていな
い。
　一般的に遺伝子の組替えが起こり得るということから、理論的には、同一のもの
が出現する可能性があるとしても、このような可能性は、ここでいう発明の反復可
能性を何ら裏付けるものではない。
（ウ）　この点についての被告の主張は、畢竟、本件黄桃を過去に１回獲得できた
のであるから、もう１度獲得できる可能性があるという抽象的なものである。
　しかしながら、特許庁の「植物新品種」に関する審査基準（昭和５０年１０月審
査基準室作成）では、発明の成立性の要件として、まず反復可能性を挙げ、「品種
に属する植物に関する発明の反復可能性は、同一の育種素材を用いて同一の育種手
段を繰り返せば、確実に同一の結果を再現できるか否かで判断する。」と規定し
（同基準３・１・１（１））、また、発明の成立性について、特許庁の一般審査基
準（昭和４７年２月）では、「出願時の技術水準からみると、開示された手段では
発明者の得た成果と同じものが得られるかどうか疑わしいという程度のものもあ
り、このようなものについては未完成発明として取り扱うのが妥当である。」（１
―４―３）と規定していることに照らすならば、発明の成立要件たる反復可能性
は、例え成功率は低くとも、一定の確実性に裏付けられたものでなければならな
い。すなわち、単に論理上可能というだけでは足りず、成功率は低くとも、所定の
個体数をとれば、必ず目的とする植物（個体）が得られるというのでなければ、一
定の確実性に裏付けられた反復可能性があるとはいえない。
　しかるに、本件発明については、
ａ　遺伝学的説明、論証がまったく行われていないこと
ｂ　遺伝学的に再現の確率算定を試みても、天文学的数字になること（モモの染色
体数（ｎ）は８であり、ヘテロであると考えられているから、計算上、一つの遺伝
子座についての再現の確率は６５５３６（２の８乗×２の８乗）分の１となり、こ
れを、仮に３０組の遺伝子について考えると、交配による遺伝子の組み合わせは２
の３０乗×２の３０乗となる。）
　現に、育種関係者の間においては、交雑による新品種の作出について、予測性、
再現性が認められていないこと
ｃ　モモの育種、増殖において、有効な新品種が発見された場合には、その品種が
交配（交雑）によって作出されたものであっても、同一の品種を再度作出するため
に再び交配を行うということはなく、作出された個体の無性的増殖方法（栄養増殖
等）を用いていること
　本件発明においても、本件黄桃を再度作出（増殖）するにあたっては、常法によ
り無性的に増殖するとしていること
に照らすならば、その反復可能性の確実性は明らかにされているとはいえない。
　本件黄桃の特性（形質）に着目しても、本件明細書に記載された特性は３０項目
以上あるから、各特性が２分の１の確率で現れるとしても、同一の結果が再現され
る確率は２分の１の３０乗（１０億７３７４万１８２４分の一）ということにな
り、後記イ（イ）ｂ（ａ）①において用いられた１３０個体程度では再現性がない
に等しく、偶然に期待するものというべきである。
　また、再現の確率を満たし得るだけの手段の実施が当業者にとって不可能である
場合には、その発明は、当業者において一定の確実性をもって再現し得るものとは
いえず、発明に反復可能性があるとはいえない。本件において、上記のような個体
数を取得することは、当業者にとって不可能というべきである。



（エ）　以上のとおり、本件明細書中においては、一定の確実性の存在について何
らの論証も行っておらず、本件発明においてこれを明らかにするものは何もない。
イ　本件発明の選抜方法に客観性がないことについて
（ア）　果樹である桃の遺伝構造は雑種性であるから、種子をまいて育てたもの
は、親と違った性質を示すことになるのが通常であり、発芽した植物も、同一の形
質を示すことがないのが通常である。そのため、本件発明のように、交配（有性生
殖）によって植物を作出する場合、作出過程において選抜をまったく行わないもの
はともかく、選抜を行うものにおいては、素材（両親）である種子親と花粉親を特
定することで足りるものではなく、目的とする植物をいかに選抜するかが重要な意
味を有することになる。
　したがって、植物の育種方法の発明に関しては、明細書に、親植物の種類のほ
か、目的とする植物を客観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程が、
順を追って記載されるべきことが要求される。なぜならば、選抜のための客観的指
標（基準）が明らかにされなければ、当業者が当該方法を実施し、目的とする植物
を獲得することができないからである。
（イ）　しかしながら、本件明細書の記載によれば、本件発明においては、以下の
とおり、発明者（出願人）の勘（主観）に頼って選抜が繰り返されているのみであ
るから、当業者が本件発明を反復実施することは不可能である。
ａ　本件特許請求の範囲には、選抜について、「得た種子より発芽した植物を選抜
淘汰した結果」と記載されているのみであり、選抜する上で必要な特性等の客観的
基準については記載されていない。
　本件特許請求の範囲における、「葉縁わずかに波立つが種子親タスバーター程に
は波立たない大きな披針形の葉を有し」以下の記載部分は、結果物（作出物）の特
性を記載しているものに過ぎず、選抜の基準としての特性を記載しているものでは
ない。
ｂ（ａ）　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、本件発明における交配育種
の過程について、次のように記載されている。
①「昭和２７年（１９５２年）に交配種子約１５０粒を得て、これを播種し、これ
より実生苗１３０本を得た。」
②「昭和２８年（１９５３年）
　上記実生苗より、両親の中間形質を供えていると思われるもの約３種を選び、２
０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供試苗とした。」
③「昭和２９年（１９５４年）～昭和３３年（１９５８年）の間、各系統の形質を
比較し乍ら、前記両親の中間形質のものの選抜をくり返し行った。」
④「昭和３５年（１９６０年）
にようやく希望にそったものが育成されたので、これについてさらにその均等性、
安定性、永続性等について検討を加え、その確認に今日まで要したが、今回（略）
特性の均等性、安定性及び永続性の確認が出来た（略）。」（本件公告公報２欄３
３行ないし３欄１４行）
（ｂ）　上記②の記載では、選抜のための客観的基準が示されておらず、当業者と
いえども、的確に選抜することはできない。
　すなわち、そこには、「両親の中間形質を供えている」と記載されているが、本
件明細書の記載における種子親の「タスバーター」の特性と、花粉親の「晩黄桃」
の特性とを比較しても、「中間形質」の具体的内容は明らかではない。
　しかも、上記②における選抜は、実生苗の段階において行われるものであるか
ら、この時点では果実は存在しない。
　したがって、この段階において、種子親の果実の特性と、花粉親の果実の特性と
の中間形質を有するものを選抜することは不可能である。なぜならば、実生苗の段
階で、将来の果実における種子親と花粉親の中間形質の基準となる特性は、何ら明
らかにされていないからである。
（ｃ）　上記③においても、種子親と花粉親の特性の記載に照らして、どのような
形質を比較し、どのようにして中間形質を認定したかは不明である。
　仮に、種子親と花粉親の果実の形質に着目し、その中間形質を基準にしようとし
ても、種子親の果実の特性は、本件明細書において、以下のとおり記載されている
に過ぎない。
「果実：大きさ：大果４００ｇ以上のものもある。平均３５０ｇ。」
「形状：円形で果頂に小突起を生ずる。」
「果色：熟すと肌黄色となり、日向面に紅暈を現わし外観きわめて美しい。」



「果肉：色黄色で、肉質緻密であり粘核種。」
「味：糖度普通でやや酸味が強く、生食用としては本種の花粉親エルバーターより
も美味である。」
　また、花粉親の果実の特性についても、
本件明細書に以下のとおり記載されているに過ぎない。
果実：「中果」
形状：「特に変った点はない。」
果色：「地肌黄色に赤色の暈を現し美しい。」
果肉：「黄色で肉質緻密」
味：「糖度多く、酸味少く、甘みのみが感ぜられる。」
　したがって、両親の果実の形質からみても、選抜のための客観的指標（基準）が
明らかであるとはいえない。
ｃ　また、本件明細書によれば、前記ｂ（ａ）②のとおり、昭和２８年に実生苗約
３種を選抜して、「２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供試苗とした。」
というのであるから、それぞれの２０本ずつについては、遺伝的にまったく同じも
のである。したがって、本件発明における選抜淘汰というのは、実生苗３種（本）
のうちから１種（本）を選ぶことに過ぎない。
　そうすると、本件発明において、交雑による遺伝子の組替えは一度行われたに過
ぎないから、その後、各２０本について繰り返し行われた選抜の際に、それぞれの
固体に現れた形態の差異は、遺伝子の組替えのみによったものではなく、それ以外
の栽培条件等の影響を受けたものと考えられる。
　そして、本件発明は、５年に渡る無性的増殖、形態についての検討、選抜淘汰を
繰り返し実施するうちに、望ましい形質、形態を有する固体を発見し、更に、その
固体の均等性、安定性、永続性の確認に１７年を要したということであろう。
　このようにして選抜が行われ、望ましい固体が発見されたとするならば、それ
は、発見者（出願人）の選抜眼によって選抜され、発見されたものであるに過ぎ
ず、本件発明が技術として反復実施されるということを示すものではない。
ｄ　以上のとおり、本件発明においては、客観的指標に基づく選抜の方法が示され
ておらず、発明者の主観（勘）による選抜が開示されているに過ぎないものである
から、本件発明は、反復可能性を有するものではないといわざるをえない。
（ウ）　審決は、育種目標を設定することにより、目的に沿った果実（植物）を容
易に取得することができるものと解しているかのようであるが、このような考え方
は、育種における通常の考え方ではない。
　因みに、本件明細書における、本件発明の育種目標に関する記載は、「桃の品種
として甘酸適度で、果実が比較的大きく」（本件公告公報１欄末行ないし２欄１
行）、「果実が比較的大きく、甘酸適度であり品質のよい」（同２欄５行ないし６
行）とあるにとどまり、何ら選抜のための客観的な指標を提供するものではない。
したがって、上記育種目標により、育種の各段階における具体的な選抜の反復実施
をすることができないことも明らかである。
ウ　「通常の手法」により本件発明を反復実施することができないことについて
（ア）　審決は、桃の育種における選抜法、繁殖法、特性検知法が本出願前周知で
あったことから、当業者が、通常の手法に基づいて、交配により本件発明と同一の
結果を獲得することが可能であると認定する（前記３（３）ア（イ））が、他方、
審決は、周知の選抜法、繁殖法、特性検知法の内容たる技術を明らかにしておら
ず、前記イのとおり、選抜のための客観的指標も明らかにしていないから、当業者
といえども、「通常の手法」により本件発明を実施することはできない。
　審決における上記の認定は、交雑による新品種の作出について予測性、再現性が
ないとする当業者の常識に反するのみならず、植物の育種方法の発明にあっては、
明細書に、親植物の種類のほか、目的とする植物を客観的指標に基づいて選抜する
方法等からなる作出過程を、順を追って記載すべきことが要求されている趣旨（前
記イ（ア）参照）を没却するものである。
（イ）　また、審決は、上記のとおり、本件発明を実施する過程は、果樹の育種に
おける通常の手法により実施することができるとするが、前記イ（イ）ｂ（ａ）②
における、「昭和２８年（１９５３年）上記実生苗より、両親の中間形質を供えて
いると思われるもの約３種を選び、２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供
試苗とした。」という過程は、「果樹の育種における通常の手法」ではない。なぜ
ならば、前記イ（イ）ｂ（ｂ）のとおり、実生苗の段階において、将来の果実にお
ける、種子親と花粉親の中間形質を示す基準となる特性を見出だすことは困難であ



るからである。
　更に、昭和２８年に実生苗を実生台木に切接ぎして、昭和２９年に果実が得られ
ることは、当業者にとって自明ことではなく、「通常の手法」でもない。
　更にまた、審決が、「実生個体を早く結実させるために、既存の成木に高接する
方法が取られること…は、本出願前周知である。」（３（３）ア（ウ））とするこ
とも誤りである。すなわち、桃については、結実が早いので、既存の成木に高接す
る方法は採られない。
（ウ）　結局のところ、本件発明における昭和２８年以降の選抜淘汰は、発明者
（出願人）の「勘」（主観）に頼ってなされたものというべきであり、その反復可
能性はないものである。
エ　本件発明に係る新品種に、均等性、安定性、永続性が存在しないことについて
（ア）　本件明細書には、本件黄桃の特性の均等性、安定性、永続性の確認ができ
たと記載されており（本件公告公報３欄９行ないし１４行）、審決も、本件明細書
に、上記の均等性、安定性、永続性の確認に１７年の歳月を費やしたことが記載さ
れているとして、上記記載のとおり確認できたものと認定しているが、これは、あ
くまでも作出された物についての認定である。
　この均等性、安定性、永続性の確認された作出物を、上記のように無性的に増殖
すれば、同じものを継続反復して安定的に得ることができることは明らかである。
（イ）　しかしながら、本件発明のような交配（有性生殖）による場合、上記のよ
うな無性生殖と同一に論ずることはできない。
　果樹（桃）の育種の業界では、得られた品種（植物）の再取得（反復取得）が、
交雑によってなされることはないというのが、周知技術の下における当業者の常識
である。特に、桃の遺伝構造は雑種性であり、遺伝子の構成が明らかにはなってい
ないのであるから、親品種を交配した場合、継続反復して安定的に同じものが得ら
れるとは考えられていない。
（ウ）　したがって、交配により種子を得て行う育種方法からなる本件発明におい
ては、両親であるタスバーターと晩黄桃とを交配して、継続反復して安定的に同じ
ものが得られるとすることはできない。
　審決が、本件発明により得られた品種の均等性、安定性、永続性の確認ができた
と認定したことは誤りであり、本件発明については、反復可能性が認められるもの
ではない。
オ　本件発明における親品種（「晩黄桃」）の入手手段が確保されていないことに
ついて
（ア）　本件発明のような植物の育種方法の発明においては、親品種の入手手段が
確保されていなければならない。
　この点について、特許庁の「植物新品種」に関する審査基準では、「当該品種に
属する植物の親植物が新規なものである場合、その親植物の入手手段（例えば、親
植物自体の創成手段あるいは入手源など）が具体的に記載されていなければならな
い。」とされており、特許庁編「特許・実用新案審査基準」（第２章「生物関連発
明」・２「植物」、社団法人発明協会平成５年７月２０日発行）では、「親植物が
容易に入手できないため当業者が追試できない場合は、出願前に寄託機関に寄託す
るか、入手手段を明細書に記載し出願人が分譲を保証すること」とされている。
　親品種が入手できなければ、交配を手段とする育種方法の発明を再現することは
できないから、親品種の入手手段の確保は、当該育種方法を反復可能なものとする
のであり、これを欠く場合は、発明は未完成である。
（イ）　ところで、本件発明における親品種のうち、花粉親である「晩黄桃」は、
【Ａ】が朝鮮で発見した偶発実生の品種を日本に持ち帰ったものであるから、第三
者が容易に入手し得るものではない。したがって、本件発明においては、第三者
が、親品種である「晩黄桃」を入手し得ることが確保されていなければならない。
　しかしながら、本件においては、寄託制度の利用もなく、第三者が「晩黄桃」を
入手できることが確保されているとは認められないから、本件発明は、反復可能性
を欠いているものというべきである。
（ウ）　これに対し、審決は、【Ａ】が本件明細書において「晩黄桃」の所在地を
示し、本件発明の確認に役立てると宣言したことをもって、当業者が「晩黄桃」を
容易に入手し得ることが確保されたとするが、発明の反復可能性は客観的に認定さ
れるべきであり、【Ａ】の宣言という極めて不確実な事実により、上記反復可能性
を認定することは誤りである。
カ　本件発明における親品種（「晩黄桃」）が既に存在しないことについて



（ア）　仮に、本件発明において、本件明細書に親植物の入手手段が記載され、出
願人が、分譲を保証し、第三者の入手手段を確保することによって、当業者の追
試、つまり反復可能性が確保されたとするならば、親植物は、少なくとも本件特許
の存続期間の満了に至るまで、保存、分譲が確保されていなければならない。
　親植物が入手不能（例えば不存在）であれば、発明の反復可能性はなく、発明は
特許法２９条１項柱書の発明とは認められず、未完成というべきである。
（イ）　しかるに、現在、本件黄桃の親品種である晩黄桃の分譲は、被告により拒
絶されており、その理由については、晩黄桃が既に存在しないからとのことであ
る。
（ウ）　そうであれば、その点においても、本件発明には反復可能性が認められな
いことになり、本件発明は未完成のものといわざるをえない。
（２）　本件発明の要旨認定の誤り（取消事由２）
ア　選抜方法の記載について
（ア）　植物特許の審査基準においては、植物の作出方法の発明について、作出さ
れた植物の種類に関する事項等とともに、植物の作出過程に関する事項を発明の構
成要素であるとした上、特許請求の範囲には、親植物のほか、目的とする植物を客
観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程を、順を追って記載すること
を要求している。
（イ）　しかるに、本件発明の特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」とい
う。）においては、「…タスバーターを種子親とし、…晩黄桃を交配せしめ、得た
種子より発芽した植物を選抜淘汰の結果…新品種を育成し、…」と記載されるにと
どまり、「目的とする植物を客観的指標に基づいて選抜する方法」についての記載
を欠いている。
　そして、審決は、上記「選抜する方法」を「果樹の育種における通常の方法」と
認定しているものと解されるが、これは、本件明細書における「詳細な説明」欄の
記載に基づくものでもない。
（ウ）　そうすると、審決の認定に係る本件発明の要旨は、本件明細書に基づくも
のとはいえず、審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったものである。
イ　「常法により無性的に増殖する方法」の記載について
（ア）　審決は、本件発明の要旨を特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認
める一方、「本件発明は、その要旨から明らかなとおり、特定の親品種を交配せし
め、得た種子より発芽した植物を選択淘汰して、所望の特性を有する桃品種を育成
し、これを、常法により無性的に増殖する方法であって、品種の創成手段として交
配を利用するものである。」（前記第２、３（３）ア（ア））として、本件発明
が、桃の新品種の育種方法（創成手段）についてのものであると認定している。
（イ）　本件発明において、先行技術により解決されていない技術的課題は、新品
種を育種することにあり、増殖方法は、「常法により無性的に増殖する方法」と記
載されているとおり、先行技術によって解決済みのものである。
　そのため、解決済みの技術的課題である品種の増殖方法（「常法により無性的に
増殖する方法」）が、未解決の技術的課題である「新品種を育種すること」の達成
に向けて、有機的に協働することはない。本件発明において発明者が解決した技術
的課題は、上記のとおり新品種の育種（創成手段）である。
（ウ）　したがって、本件特許請求の範囲に、周知の構成要素である「常法により
無性的に増殖する方法」が付加的に記載されていても、それは、本件発明の要旨と
なるものではなく、上記付加的な部分についても本件発明の要旨とした審決は、発
明の要旨の認定を誤ったものである。
（三）　本件発明の要旨変更により、本件発明が進歩性を欠くことについて（特許
法２９条２項違反、取消事由３）
ア　仮に、本件発明が反復可能なものであり、未完成発明ではないとしても、前記
（１）オのとおり、交配を手段とする育種方法の発明においては、親品種の入手手
段の確保が、その発明性（反復可能性）を認めるための要件の一つである。
　すなわち、親品種が入手できなければ、交配を手段とする育種方法の発明を再現
することができないから、親品種の入手手段の確保は、当該育種方法を反復可能な
ものとするために必要であり、これを欠く場合は、発明は未完成である。
　そして、本件発明における花粉親の「晩黄桃」は、発明者である【Ａ】が朝鮮で
発見した偶発実生であり、同人が日本に持ち帰ったものであるから、【Ａ】以外に
「晩黄桃」を知る者はいない。そのため、「晩黄桃」は、【Ａ】が分譲しなけれ
ば、第三者が入手し得るものではないから、本件発明が完成されたものであるとす



るならば、「晩黄桃」の入手手段の確保は、【Ａ】による「晩黄桃」の所在地の開
示と、その分譲を保証する旨の宣言に依拠しているものである。
イ　しかるに、本件発明においては、当初明細書に、新規な親植物（花粉親）であ
る「晩黄桃」について、入手手段の記載がなく、その分譲を保証する旨の記載もな
かったところ、昭和５７年７月１９日提出の手続補正書（本件補正書）によって、
上記の入手手段と分譲の保証についての記載が追加補充されたものである。
　そうすると、当初明細書に記載されていなかった、新規な親植物である「晩黄
桃」の入手手段及び分譲の保証を補充追加する本件補正は、それまで未完成であっ
た発明を、反復可能な完成された発明とするものであり、発明の要旨を変更するも
のというべきである。
ウ　したがって、本件発明は、特許法４０条（平成６年法律第１１６号による削除
前の規定）により、本件補正書の提出された昭和５７年７月１９日に出願したもの
とみなされ、その結果、本件発明は、本件公開公報に記載された発明に基づいて当
業者が容易に発明することができたものとなり、特許法２９条２項により、特許を
受けることができないものである。
（４）　本件発明が、「植物新品種の保護に関する国際条約」（ＵＰＯＶ条約）に
違反するものであることについて（特許法１２３条１項旧２号、旧５号該当）
ア　ＵＰＯＶ条約は、１条１項において、その目的を「この条約は、植物の新品種
の育成者又はその承継人（以下「育成者」という。）に対しこの条約の定めるとこ
ろによりその権利を承認し及び保証することを目的とする。」と規定し、２条１項
において、「同盟国は、この条約に定める育成者の権利を、特別の保護の制度によ
り又は特許を与えることにより承認することができる。国内法によりこれらの２の
方式の双方による保護を認める同盟国においては、同一の種類の植物の保護は、一
の方式により行われなければならない。」と規定している。
　したがって、ＵＰＯＶ条約の趣旨、内容については、これらの記載に照らして明
らかにされなければならない。
　また、ＵＰＯＶ条約に違反するか否かの判断にあたっては、当該特許が新品種の
保護を目的とするものか否かについて、実質的に判断されるべきである。
イ　本件発明においては、育成された桃の新品種の増殖は、所定の交配の過程を繰
り返すことにより行われるものではなく、常法により無性的に行われるものであ
る。
　したがって、本件特許は、実質的に、新品種の生産、護渡等の権利を育種者（特
許権者）に付与するものであり、新品種の保護を目的とするものである。
ウ　また、本件発明は、当初は「倉方黄桃」の発明として出願され、それを方法の
発明として変更（補正）したに過ぎず、補正するに際しても、明細書に特段の技術
的要素が付加されることはなかったものである。そして、本件発明は、「特定の親
品種を交配せしめ、得た種子より発芽した植物を選択淘汰して、所望の特性を有す
る桃品種を育成する」というのであるから、交配という通常の方法を利用している
に過ぎず、親品種の掛け合わせ方法に、特別な技術を用いるものではない。
　したがって、本件特許は、上記の点からも、実質的には交配により作出された新
品種の保護を目的とするものである。
エ　更に、本件明細書には、特性の均等性、安定性、永続性の確認ができたと記載
されており、審決も、本件明細書に、均等性、安定性、永続性の確認に１７年の歳
月を費やしたことが記載されているとして、特性の均等性、安定性、永続性の確認
ができたと認定しているが、これは、あくまでも、作出された物についての均等
性、安定性、永続性の確認である。
　したがって、審決も、本件特許が新品種をその保護の対象とするものであること
を認めているのである。
オ　以上からみるならば、本件特許は、実質的には、新品種の保護を図るものであ
ることが明らかであるから、ＵＰＯＶ条約における二重保護の禁止に抵触するもの
である。
　したがって、審決が、本件発明の範疇が形式的には方法の発明であることの一事
をもって、上記の二重保護の禁止に抵触することはないと認定したのは誤りであ
り、少なくとも、審理不尽、理由不備の違法を免れない。
カ　なお、被告は、衆議院外務委員会における政府答弁を引用して、特許法４９条
における条約にはＵＰＯＶ条約が含まれないと主張するが、上記答弁は、ＵＰＯＶ
条約については、現実の実態として、種苗法による保護を行うことでその目的が達
せられることから、植物新品種について特許が与えられることは事実上ないという



ことを背景に、種苗法との二重保護の問題や、条約上の問題が生じないとしたもの
であって、特許法４９条における「条約」にＵＰＯＶ条約が含まれることは、当然
である。
　また、種苗法１２条の５第２項５号の規定は、方法の特許との調整規定であっ
て、上記のとおり、植物品種について、物として特許が付与されることは事実上な
いから、調整の問題は生じないとの見解が採られており、「物についての特許権者
と品種登録者との関係を調整する規定は現在設けられていない。」との政府答弁が
なされている。
第３　請求の原因の認否及び被告の反論
１　請求の原因１ないし３の各事実は認める。
　同４は争う。
　審決の認定、判断は正当であり、審決に原告ら主張の違法はない。
２　取消事由についての被告の反論
（１）　取消事由１（反復可能性の欠如による本件発明の未完成）について
ア　ア（遺伝法則による反復可能性）について
（ア）　植物における「中間形質」とは、学術用語として、特にその内容が確定し
ているものではない。
　本件発明における「中間形質」とは、本件明細書の記載からも明らかなように、
種子親（タスバーター種）の特性と、花粉親（晩黄桃）の特性に対する本件黄桃の
特性を指すものである。つまり、本件黄桃の形質が、いずれかの両親の形質とまっ
たく同一というのではなく、両親の形質のうちの優れたものを幾らかかずつ取得し
たものを、「中間形質」といっているのである。したがって、原告らの主張するよ
うな両親の各形質の中間の形態（形質）、例えば、赤と白の中間の桃色というもの
ではない。
　また、審決は、遺伝の一般法則といっているのであり、その法則の例としてメン
デルの法則を挙げているに過ぎないし、メンデルの法則は優性の法則に限定される
ものでもない。
（イ）　更に、原告らは、遺伝子の組替えによる同一の結果の出現可能性について
も主張しているが、その点は、正確には、同じ形質のものの出願可能性として論ず
べきである。
　本件発明は、遺伝子を特定した黄桃についての発明ではなく、種々の特徴を持っ
た黄桃の育成増殖方法の発明であるから、遺伝子の組合わせの確率が、直ちに本件
発明における黄桃の再現確率に一致するものではない。つまり、遺伝子が異なって
いても、特性として表に現れる形質が同じであればよく、その数は膨大なものに上
る。
　本件発明は、このような表に現れた形質を特定した黄桃の育成増殖方法であるか
ら、上記のような黄桃の出現する確率は、まったく同一の遺伝子を持つ黄桃の出現
確率に比べると、はるかに高いのである。
　そして、上記のような同じ形質を持つ黄桃の出現確率がある程度の値を取り得る
ということは、まさに、本件発明の反復可能性を裏付けているものである。
（ウ）　なお、原告らの指摘する審決の記載部分（前記第２、４（１）ア（ア））
は、交配による有性繁殖が一定の法則（メンデルの法則）に従ってなされるから、
ある特性を有する植物は反復して得られるものであるという一般論を述べたものに
過ぎない。ある特性の出現する確率が少しばかり低くとも、発生すればよいという
のが特許法の解釈である。
イ　イ（本件発明の選抜方法の客観性）について
（ア）　植物の育種においては、まず、育種目標を決定し、その目標に基づいて、
種子親、花粉親を選択する。その後、これらを交配して多くの種子を取り、その種
子をまいて、多くの実生苗を作る。次に、それらを台木に接木して果実を結実させ
ながら、育種目標に沿うものを根気よく選抜する。そして、選抜は、育種目標に適
うものを、接木により成長したものの中から選び出すのである。
　なお、育種目標に沿った形質の選抜にあたっては、果実の色や、甘味等の品質検
定法も用いられる。具体的には、例えば、果実の色については、①標準色標と比較
する方法、②分光光電光度計で分光測定する方法、③色差計を用い、三刺激値を直
読する方法、④特定波長を測定する方法等があり、育種では、①③の方法で検定す
ることが多く、甘みについては、わずかの供試材料でも検定できるリフラクトメー
タ（屈折計）を使用したり、果汁を比重計で測定する方法等がある。
　このような、育種の実施に際して用いられる選抜法、繁殖法、特性検定法等は、



いずれも当業者であれば容易に実施し得るものである。
　本件発明においては、本件黄桃の形質特徴が、本件明細書の「特許請求の範囲」
にも、「発明の詳細な説明」にも明記されており、これらの諸形質を育種目標とし
て選抜したものであることは明白である。
　そして、種子親及び花粉親については、栄養体選抜法及び実生選抜法で選抜した
ことも、当業者であれば当然分かることである。
　更に、育種目標と比較して、形質特性を検定して選抜したことも、当業者には当
然明らかである。
　よって、本件発明においては、選抜のための客観的指標（基準）が当業者にとっ
て明らかであり、本件明細書の記載から、当業者が反復実施することは十分可能な
ものである。
（イ）　これに対し、原告らは、本件特許請求の範囲にも、本件明細書の「発明の
詳細な説明」にも、選抜のための客観的な基準が記載されていないと主張する。
ａ　しかしながら、まず、本件特許請求の範囲の記載についてみるならば、本件黄
桃に関する、「葉縁わずかに波立つが種子親タスバーター程には波立たない大きな
披針形の葉を有し」以下の諸形質についての記載部分は、まさに発明者が考えた育
種目標でもあることが明らかであり、これらを育種目標として、前記の、形質に対
する具体的検定方法を用いて選抜したものであることは、本件明細書の記載から明
白である。
　この点について、原告らは、本件特許請求の範囲には、単に選抜された結果物に
ついての特性が記載されているのみであるとするが、植物の育種は、育種目標に基
づいて試みられ、育種目標に合致したものを得るのであるから、結果物の特性その
ものが育種目標であることは常識である。
　そして、その際の具体的選抜方法は、選抜者が目で見、手で触り、食べて味わう
ことにより判断できる内容のものであり、当業者であれば容易に実施できるもので
あって、発明者だけが実施できるような勘に頼ったものではない。
ｂ　また、本件明細書における「発明の詳細な説明」の記載についてみるに、原告
ら主張の、交配育種の過程についての記載部分（前記第２、４（１）イ（イ）ｂ
（ａ））における「中間形質」とは、まさに本件発明の育種目標として示されてい
るものであり、両親の形質そのものではない。上記過程においては、両親の形質の
中から、発現可能で、しかも好ましい組合わせである中間形質を特に育種目標とし
て、選抜を行ったものであり、ここにいう中間形質の内容は明らかである。そし
て、育種目標を掲げて、それが出現する可能性のある種子親、花粉親を見つけるこ
とは可能である。
　更に、「発明の詳細な説明」欄における、原告ら指摘の、前記第２、４（１）イ
（イ）ｂ（ａ）②の記載部分については、多少の混乱があるが、当業者であれば、
この部分は、「昭和２７年に交配種子１５０粒を得た後、昭和２８年春にこの交配
種子を播種し、その翌年である昭和２９年に花芽が出たものにつき、これを高接法
で接木して、果実を得て、この果実と実生苗の形態から、両親の中間形質を選ん
で、３種選び出した。」ことを意味するということが、当然に理解できるはずであ
る。そうすると、花芽を高接法で接木すれば、その年に果実を得ることが可能であ
り、しかも、本件発明の育種目標には葉や花に関するものもあるから、原告らの主
張が誤りであることは明らかである。
ｃ　なお、原告らは、「審決は、育種目標を設定することにより、目的に沿った果
実（植物）を容易に取得することができるものと解しているかのようであるが、こ
のような考え方は、育種における通常の考え方ではない。」とも主張する（第２、
４（１）イ（ウ））が、育種目標の設定が難しく、育種目標として設定したものが
実現し得るか否かが不明であるとしても、そのことと、育種目標が実際に実現可能
であった場合に再度反復し得るということとは、別のことである。
ウ　ウ（本件発明における「通常の手法」）について
（ア）　前記イ（ア）のとおり、本件における具体的選抜方法、すなわち、育種に
おける選抜法、繁殖法、特性検定法は、当業者に周知の技術であるから、それにつ
いて審決が具体的に記載していないとしても、その周知の技術に基づいて、当業者
が本件発明を実施することは容易になし得ることである。
（イ）　また、原告らの指摘する本件明細書の前記第２、４（１）イ（イ）ｂ
（ａ）②の記載（昭和２８年における育種経過）については、確かに不正確な点も
なくはないが、本件発明における中間形質とは、まさに育種目標のことであり、上
記記載も、当業者であれば十分理解し得る程度に記載されているものであるから、



それによれば、本件発明において、「果樹の育種における通常の手法」が採られて
いることは明らかである。
　更に、高接法については、それが、実生個体を早く結実させるために採られる方
法であること自体は周知というべきである。審決は、そのことを述べているのであ
り、桃を高接法で結実させることが周知であるとしている訳ではない。しかしなが
ら、高接法が、桃等の結実の早い果実の育種に用いられないということもない。本
件発明の育種経過をみるならば、当業者であれば、そこにおいて、周知技術である
高接法が用いられているということは容易に理解し得ることである。
（ウ）　本件発明の中間形質は、形、色、味等で見分けることができるものであ
り、本件発明において、発明者でなければ行うことができないような選抜を行って
いるものではない。
エ　エ（本件発明の均等性、安定性、永続性）について
　本件発明は、「特定の親品種を交配せしめ、得た種子より発芽した植物を選抜淘
汰して、所望の特性を有する桃品種を育成し、これを常法により無性的に増殖する
方法」であって、単なる交配による育種方法に限定されるものではない。
したがって、本件発明を単に交配によって種子を得て行う育種方法に過ぎないとす
る原告らの主張は、その前提において誤っている。
　そして、本件発明は、育種目標を定め、それに基づいて親品種を選択、交配し、
得た種子を播種して花芽を得、これを高接法により接木をして果実を得た上、この
果実と実生苗との形態から育種目標にあったものを選抜するものであり、このよう
な手法により元の育種目標のものが再現できればよいのであって、その再現の確率
が低くても、再現可能であればよいのである。
オ　オ（晩黄桃の入手手段の確保）及びカ（晩黄桃の不存在）について
　原告らの主張についてはいずれも争う。
　特に、カの主張は、特許庁における審判手続において主張されていない新たなも
のであるから、本訴において主張し得るものではない。
（２）　取消事由２（要旨認定の誤り）について
ア　ア（選抜方法の記載）について
　原告らの主張は、「客観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程」
と、選抜する方法それ自体とを混同したものである。
　植物の作出方法の発明においては、特許請求の範囲中に、「作出過程を順を追っ
て明示すること」を記載することが要求されているが、本件発明の特許請求の範囲
中には、「従来周知の缶詰専用桃品種タスカンを種子親とし、これに花粉親として
桃品種エルバーターを交配せしめて本発明者が改良育成した桃品種タスバーターを
種子親とし、本発明者が偶発実生の黄肉の桃品種晩黄桃を交配せしめ、得た種子よ
り発芽した植物を選抜淘汰の結果」と、本件発明の作出過程が詳しく書かれてお
り、植物の作出方法の発明における特許請求の範囲の記載としては十分である。
　また、本件明細書における「詳細な説明」欄には、前記第２、４（１）イ（イ）
ｂ（ａ）のとおり記載されており、ここでいう「中間形質」とは、育種目標である
本件発明の諸特性そのものであるから、そこには、客観的指標に基づいて選抜する
方法等の作出過程が順を追って記載されているものといえる。
　更に、審決は、本件発明を実施する過程が、果樹の育種における通常の手法によ
り実施できると認定し、選抜法、繁殖法、特性検定法が周知の技術であると認定し
ているのであって、審決が、「果樹の育種における通常の手法」を認定したこと
と、本件発明の要旨の認定とはまったく関係がないことである。
イ　イ（「常法により無性的に増殖する方法」の記載）について
（ア）　審決は、本件発明を単なる育種方法（創成手段）についてのものとしてい
る訳ではなく、桃の品種を育成してこれを無性的に増殖する方法のうち、創成手段
として交配を利用するものであると認定していることが明らかである。したがっ
て、原告らが、審決は、本件発明を桃の新品種の育種方法（創成手段）の発明であ
ると認定しているとすることは、明らかに誤りである。
（イ）　また、本件発明が、交配を利用して植物を育種し、無性的に増殖する方法
であることは、本件特許請求の範囲の記載から明らかである。
　本件発明は、本件黄桃の接木苗の製造方法として、その増殖方法をも含めたもの
であり、「常法により無性的に増殖する方法」は、本件発明に必須の事項である。
（ウ）　そもそも、原告らの、本件発明が「新品種の育種方法」についてのもので
あり、本件特許請求の範囲内に、周知の構成要素である「常法により無性的に増殖
する方法」が付加的に記載されていても、それは発明の要旨になるものではないと



の主張は、特許庁における無効審判手続ではまったくなされていなかったのであ
り、本訴において新たに主張されたものである。
　したがって、原告らの上記主張は、本訴において審理できる範囲外のものであ
る。
（３）　取消事由３（本件発明の要旨変更による進歩性の欠如）について
ア　原告らは、本件発明における花粉親の「晩黄桃」について、その入手手段を追
加補正することが、それまで実施不可能であった発明を実施可能にするものである
とし、それを前提に、本件発明に進歩性がない旨を主張するが、本件補正が上記の
とおりのものであるならば、補正前の当初明細書に基づく本件公開公報には、実施
不可能な発明しか記載されていなかったことになり、そのような記載だけから、当
業者が直ちに本件発明を容易に想到し得るということはありえないはずである。
イ　また、当初明細書には、「晩黄桃」がどのような来歴を持ち、どのような特性
を有するかが特定されており、これにより、「晩黄桃」がどのようなものかを十分
に特定することが可能である。
　したがって、当業者は、当初明細書の記載により本件発明を容易に実施し得るも
のであり、「晩黄桃」の所在地についての本件補正は、当業者が本件発明を容易に
実施できることを更に明確にしたものであるから、それが発明の要旨変更に当たら
ないことは明らかである。
（４）　取消事由４（条約違反）について
ア　本件発明は、新品種である本件黄桃の接木苗の製造方法として、本件黄桃を育
成し、これを常法により無性的に増殖する方法についてのものであり、新品種それ
自体についてのものではない。
　したがって、本件発明は、ＵＰＯＶ条約の二重保護の禁止条項に抵触するもので
はない。
　また、本件発明は、実質的にも、新品種である本件黄桃を育成し、これを常法に
より無性的に増殖する方法を保護するものであり、審決は、これを発明の要旨とし
て認定し、単に、形式的に方法の発明であるとの一事をもって、上記条約の二重保
護の禁止に抵触しないとしている訳ではないから、審決には、審理不尽、理由不備
の違法はない。
イ　更に、ＵＰＯＶ条約への加入については、昭和５７年の第９６回国会におい
て、その審議の過程で以下のような確認が付され、承認されたものである。
　すなわち、衆議院外務委員会においては、特許法との関係について、上記条約を
受ける国内法は種苗法があるのみであり、一方、特許法と種苗法とは保護対象、保
護形態を異にするから、理論的には、特許権を植物品種に対する権利として設定す
ることはあり得るものとの解釈が示された。そして、特許法４９条２号、２６条の
「条約」に上記条約が含まれないものと確認されたのである。
　また、種苗法の新品種登録と方法の特許との調整規定として、方法特許の優越が
種苗法１２条の５第２項５号に明確に規定され、新品種の物としての特許も、「も
ちろん解釈」により新品種登録に優越することが確認された上で、種苗法の改正が
なされているのであり、その後、この見解が変更されたということはない。
ウ　以上のとおり、本件発明が植物新品種についての発明であり、ＵＰＯＶ条約が
特許法４９条２号に規定する「条約」に該当するから、本件発明は無効とされるべ
きであるとする原告らの主張は誤りである。
　なお、ＵＰＯＶ条約自体についても、その２条１項（二重保護の禁止条項）の政
策的意義と運用上の問題点が明らかになり、１９９１年（平成３年）のＵＰＯＶ条
約改正外交会議において、上記条項の削除が決定されている。
第４　証拠（省略）

　　　　　　　理　　　由

第一　請求の原因１ないし３の各事実（特許庁における手続の経緯、本件特許請求
の範囲、審決の理由の要点）については当事者間に争いがない。
　また、交配により品種の改良を行うことが周知の手法であること、本件明細書に
おいて、本件黄桃の育種経過が、請求の原因３「審決の理由の要点」（３）ア
（イ）のとおり記載され、更に、本件発明における育種目標、種子親の来歴及び特
性、花粉親の来歴及び特性、交配により得られた新品種の特性、親品種及び新品種
の所在地についても記載されていること、本件明細書において、本件黄桃の育種経
過欄に、請求の原因３「審決の理由の要点」（３）ア（ウ）のとおり記載されてい



ること、本件明細書において、目的とする新品種の特性等の確認のため１７年を費
やしたこと及び新品種の所在地を示すことにより、それを本件発明の確認、本種の
特性確認のため役立てる旨を宣言することが記載されていること、当初明細書にお
いて、「晩黄桃」につき、請求の原因３「審決の理由の要点」（３）イのとおり記
載されていること、本件発明が出願前に公然知られていたか否か、もしくは公然実
施されていたか否かについての認定判断が審決記載のとおりであることについて
も、当事者間に争いがない。
第２　本件発明の概要について
　前記第一における当事者間に争いのない事実に、成立に争いのない甲第二号証
（本件公告公報）を総合すると、本件発明の概要は以下のとおりであることが認め
られる。
一　本件発明は、桃の品種として、甘酸適度で、果実が比較的大きく、黄肉種の加
工用にもなるが、主として生食用である黄肉の桃黄桃を育成し、これを常法により
無性的に増殖することを目的とする（１欄３７行ないし２欄３行）。
二（１）　育種目標
　本方法は、果実が比較的大きく、甘酸適度であり、品質のよい黄桃種の桃新品種
を育成することを目標として出発した（２欄４行ないし７行）。
（２）　本件発明に係る新品種（本件黄桃）の育種過程
ア　新品種である本件黄桃の育種は、昭和２７年から昭和４２年にかけて、発明者
の農場である東京都世田谷区＜以下略＞において実施した。
イ　まず、昭和２７年に、「タスバーター」を種子親とし、「晩黄桃」を花粉親と
して交配を行った。
　上記の「タスバーター」とは、発明者が、昭和１５年、当時在住していた朝鮮慶
尚南道蔚山郡長生浦において、黄桃の改良のため、米国の缶詰専用黄桃品種「タス
カン」に、同じく米国の黄肉種の桃品種「エルバーター」を交配して育成し、発明
者が命名した品種である。また、上記の「晩黄桃」とは、同じく、発明者が、昭和
１５年ころ、同所において発見した偶発実生から選抜淘汰し、発明者が命名した品
種である。
ウ　この両品種を採用した理由は、種子親（♀）とした「タスバーター」は、酸味
は強いが、果実が大きいという特徴を有しており、他方、花粉親（♂）として採用
した「晩黄桃」は、果実は甘いが、外観が悪く、酸味が少ないという欠点を有して
いたため、この両者の優秀な形質を利用することにあった。
エ　昭和２７年に、前記イにより交配種子約１５０粒を得て、これを播種し、実生
苗１３０本を得た。
オ　昭和２８年、上記実生苗より、両親の中間形質を供えていると思われるもの約
３種を選び、２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして、供試苗とした。
カ　昭和２９年から昭和３３年までの間、各系統の形質を比較しながら、前記両親
の中間形質のものの選抜を繰り返し行った。
キ　昭和３５年にようやく希望に浴ったものが育成されたので、これについて、更
にその均等性、安定性、永続性等について検討を加え、その確認に今日まで要した
が、今回、ようやくその理想とする要件を満足し、かつ、その特性の均等性、安定
性、永続性の確認ができたため、本出願に至った（２欄８行ないし３欄一４行）。
（三）本件発明に係る新品種（本件黄桃）の両親の来歴及び特性
ア　タスバーター種（本件新品種の種子親）
（ア）　来歴
　前記（２）イのとおり
（イ）特性
樹勢　旺盛、立木性
葉　東洋系の桃とは異なった、葉縁に波打ちがあり、かつ鈍鋸歯のある披針形であ
る。
花　淡紅色の蕊咲きである。
　花粉はほとんどない。開花は比較的早い。
果実　大きさ　大果、４００ｇ以上のものもある。平均３５０〇ｇ。
形状　円形で果頂に小突起を生ずる。
果色　熟すと肌黄色になり、日向面に紅暈を現し、外観きわめて美しい。
果肉　色黄色で、肉質緻密であり、粘核種。
味　糖度普通で、やや酸味が強く、生食用としては本種の花粉親エルバーターより
も美味である。



栽培　洪積層（火山灰土）においては生理的落果が多い。粘質土壌においては落果
が少ない（５欄１行ないし３２行）。
イ　晩黄桃（本件新品種の花粉親）
（ア）　来歴
　前記（２）イのとおり。父母不明の偶発実生の黄肉種を選抜淘汰して作出したも
のであり、終戦時芽接した苗を持ち帰ったものである。
（イ）　特性
樹勢　普通
葉　葉縁に波打ちがなく、東洋系と思われる。
花　普通咲き、花粉多く、開花は普通、色は淡紅色である。
果実　形に特に変わった点はない。中果。
　果色は地肌黄色に赤色の暈を現し美しい。
　果肉は黄色で肉質緻密、味は糖度多く、酸味少なく、甘味のみが感ぜられる。
熟期　８月上旬ないし中旬
その他　熟すと軟化するので、缶詰用としては不向きである（５欄３９行ないし６
欄１７行）。
３　　本件発明によって育成された新品種（本件黄桃）の特性（別紙第１ないし第
３図参照）
樹勢　旺盛であり、耐病性も強い。
葉　葉縁は鈍鋸歯状で、幅広い披針形である。
色　若葉の色は、英国王室園芸協会色表（ローヤルホルティカルチュラル　カラー
チャート（Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｌｔｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒ　ｃｈａｒ
ｔ）、以下「カラーチャート」という。）１３８／Ｂ―Ｄグリーングループであ
り、
成葉の色は、カラーチャート１３７／Ａグリーングループである。蜜線の形は腎臓
形である。
花　花芽の発生は多く、蕊咲きで、大きさは比較的小さい。
　花粉は多く、自花受精する。
　色は淡紅色である。
　開花期は、一般の桃より早く、東京付近で３月下旬ないし４月上旬である。
　着花率は良く、東京方面の台地においても生理的落花は少ない。
果実　重量は、２２０ｇないし３５０ｇで、平均２５０ｇである。
　大玉で、円形、玉揃えもよい、果頂部の窪みななく、梗窪の深さ、広さ共に中位
で、縫合線は明瞭である。
果皮　厚さ中程度で強靭、先端の先熟はなく、平均に熟し、地肌が未だ緑色がかっ
た時期に収穫して、６ないし８日に及び追熟させても、他の桃と異なり極端な劣変
がなく、食味が変わらず、したがって、遠距離輸送に耐え、店頭販売にも好都合で
ある。
熟期　８月上旬ないし中旬である。
収穫量　多収である。
果皮色　地肌黄色カラーチャート１９／Ａイエローオレンジグループに、向陽面に
は紅色カラーチャート４１／Ａー４７／Ａレッドグループの紅暈を現す。
果肉色　黄色カラーチャート１７／Ｂイエローオレンジグループである。
果肉質　緻密で多汁、繊維少ない。
種子　大きさは、他の品種に比べ小形であり、粘核である。
食味　甘味強く、酸味少ない。また、他の黄桃にみられる渋味はまったくない。
食味についての精密データを示すと下記のとおりである。
（１）　調査方法
果実採取　昭和５２年８月１０日
調査月日　昭和５２年８月１３日
調査時熟度　柔軟Ｓｏｆｔ
供試個体数　５個
（２）　調査項目
ＰＨ　ガラス電極法による。
滴定酸度　通常の方法にならって、０．１ＮのＮａＯＨで滴定する。リンゴ酸とし
て計算。
糖度　市販の屈折糖度計による。
（以上の３項目については、１個の果実の約３／４の果肉をガーゼで搾汁したもの



につき測定した。）
　可溶性固形物比率　果肉１０ｇを採取し、赤外線水分計で水分量を測定し、恒量
時の重量をもって表した。
（３）試験結果
ＰＨ　個体Ｎｏ．１について、４．７８
　同２について、　４．８２
　同３について、　４．８９
　同４について、　４．８９
　同５について、　４．８１
　平均値　４．８４
滴定酸度（リンゴ酸ｇ／１００ｍｌ）
　個体Ｎｏ．１について、０．４３
　同２について、　０．３７
　同３について、　０．３５
　同４について、　０．３６
　同５について、　０．３０
　平均値　０．３８
糖度　個体Ｎｏ．１ないし５について、１２ないし１６％
可溶性固形物比率
　個体Ｎｏ．１ないし５について、平均１１．０
（６欄１８行ないし７欄３０行及び８欄１行ないし２８行）
４　本件発明によって育成された新品種（本件黄桃）及びその両親の各所在
　本件黄桃の種子親となったタスバーター種及び本件黄桃の原木は、発明者の農場
である東京都世田谷区＜以下略＞に保管栽培されている。
　また、花粉親である晩黄桃の原木は、発明者の弟である東京都目黒区＜以下略＞
【Ｂ】方の庭内にあり、更に、これより穂木を採り接木して成木となったものが、
島根県邑智郡＜以下略＞【Ｃ】方の農場に保管栽培されており、本件発明の確認及
び本件黄桃の特性確認のために役立て得ることを宣言する（７欄３１行ないし４４
行及び８欄２９行、３０行）。
５　本件黄桃の増殖法
　従来周知の芽接、切接等、果樹類の通常の無性的繁殖法によって、容易に、か
つ、正確に本件品種の形質を後代に伝え得るものである（８欄３１行ないし３４
行）。
６　栽培上の留意点
　本件黄桃は、桃の一般病害に対し強いので、栽培は容易である。花芽が多く着生
する性質があり、花粉もきわめて多く、かつ、自花受粉の性質を有するので、本品
種の単植や、家庭園での一本植えも可能である。なお、生理的落果も少ないので、
経済的栽培品種である（８欄４１行ないし９欄３行）。
第３　審決取消事由について
　そこで、原告ら主張の審決取消事由について判断する。
１　取消事由１（本件発明の反復可能性の欠如による発明未完成）について
　特許法において「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度
のもの」（特許法２条１項）をいい、出願に係る発明が発明として未完成のもので
あるときは、同法２９条柱書にいう「発明」に該当しないものと解すべきである。
　ところで、技術的思想の創作が「自然法則を利用したもの」といい得るために
は、自然力を利用して、反復実施することにより確実に一定の結果を得られること
を意味し、このような反復可能性がないときは、その発明は未完成というほかな
い。しかしながら、ここにいう反復可能性は、反復実施すればその都度１００％な
いしそれに近い確率をもって一定の結果が得られることを意味するものではない。
利用する自然力如何によっては必ずしも反復実施の都度確実に一定の結果を得られ
るものではないし、そうであっても産業上利用できる発明として特許性を認めるこ
とができる技術的思想の創作が存在し得るからである。
　特に「植物の新品種を育種し増殖する方法」が技術的思想の創作として特許出願
された場合、育種した新品種は従来用いられている増殖方法により反復増殖（再生
産）できるのが通常であることに照らすと、技術的思想の創作として重要な意味を
持つのは、新品種の育種であり、理論的にみてそれが再現される可能性があるとい
うことに存する（その点で「新品種の育種」と単なる「新種の発見」とは区別され
る。）。したがって、前記意味での「反復可能性」があるとは、理論的に新品種の



育種を再現できることであり、その確率が高いものであることを要求されないので
あって、当業者において当該明細書の記載に基づいて確実に一定の結果をもって新
品種を再育種できるならば、反復可能性は満たされるとするのが相当である。
　本件発明は、その名称を「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とし、その特許請求の
範囲を前記請求の原因２記載のとおりとするものであって、上記にいう「植物の新
品種を育種し増殖する方法」に該当することが明らかであるから、本件発明が反復
可能性を有し、発明として完成したものといえるかは、上記の観点から判断すべき
ものである。
　そこで、原告らの主張に基づいて本件発明が発明として完成したものであるかに
ついて順次検討する。
（１）　遺伝法則（メンデルの法則）による反復可能性
ア　原告らは、本件発明に係る新品種（本件黄桃）における両親の中間形質の獲得
は、審決の摘示するように、メンデルの法則からみて明らかであるとはいえないと
ともに、遺伝学的にみても、交配により、本件黄桃の特性（遺伝子の組合わせ）を
再現することは不可能であるから、本件発明については、一定の確実性に裏付けら
れた反復可能性があるものとはいえないと主張する（請求の原因４（１）ア）。
イ　ところで、本件発明に係る本件黄桃の形質は、前記第２、２（３）、３のとお
り、両親のいずれかの形質を示すものであったり、そのいずれでもなく、中間の形
質（「葉縁」等）を示すものであったりするなど、種々の様相を示しており、ま
た、弁論の全趣旨により成立が認められる甲第２８号証（【Ｄ】作成の陳述書、１
０頁）及び成立に争いのない乙第１１号証（【Ｅ】外編著「果樹園芸大事典」株式
会社養賢堂昭和５９年１月１０日第２次訂正追補版発行（昭和４７年５月２５日第
１版発行）、９０頁右欄１０行ないし２５行、９１頁、９９頁左欄９ー５表下２７
行ないし右欄７行）の各記載に照らすならば、果樹における各形質の遺伝構造は、
形質の基になる遺伝因子が相互に影響し合い、複雑なものとなり、メンデルの法則
によっては解明し切れない面を有するものであることが窺える。したがって、本件
黄桃と同一の遺伝子の構造を有する桃を交配により再現することは、きわめて低い
確率でしか成立しないと認められる。
ウ　しかしながら、本件発明の目的は、その発明内容からみて、育種目標とする形
質の基礎となるべき遺伝構造の異同にかかわらず、育種目標とする形質自体の獲得
の点にあることが明らかであり、遺伝子構成により桃の新品種「黄桃」を特定する
ことを発明の要旨とするものではない。
　そして、桃を含む果樹の形質遺伝においては、前記のとおり、その遺伝構造が複
雑であるがゆえに、遺伝構造の異同にかかわらず、部分的には同一の形質を含む多
様な形質が発現し得るものであることもまた、前出乙第１１号証の記載に照らし明
らかというべきである。
　したがって、これらのことを前提にするならば、本件発明における新品種（本件
黄桃）の作出過程（以下「本件作出過程」という。）を反復実施することにより、
本件発明の育種目標とする形質と同じ形質が発現する可能性は、現実にはあり得る
ことであって、このことは、遺伝的知見もしくは育種学的知見に照らしても、容易
に理解し得るところである。
　そうすると、形質遺伝に係る遺伝構造の同一の観点からではなく、現実に発現す
る遺伝形質（特に、育種目標とする形質）自体の同一の観点からみるならば、本件
作出過程により同じ形質が再発現する確率は、高いものとはいえないにしても、そ
の可能性はあり得るものと認めるのが相当であるから、この限りにおいて、本件作
出過程につき、遺伝形質の面から反復実施の可能性を否定することはできないもの
というべきである。
エ　以上のとおりであるから、原告らの上記主張も理由がないというべきである。
（２）　本件発明の選抜方法の客観性
ア　原告らは、本件明細書中において、本件作出過程、具体的には前記第２、２
（２）オ及びカの過程（以下、それぞれを「オの作出過程」、「カの作出過程」と
いう。）について、植物を選抜淘汰するための客観的基準が示されていないから、
当業者がそれらの過程を反復実施することはできない旨を主張する（請求の原因４
（１）イ）。
イ　そこで、検討するに、前記第２、１によると、本件発明の目的は、「桃の品種
として、甘酸適度で、果実が比較的大きく、黄肉種の加工用にもなるが、主として
生食用の黄肉の桃黄桃を育成し、これを常法により無性的に増殖する」ことにある
ことが認められる。



　そして、本件特許請求の範囲の記載からみるならば、本件作出過程における具体
的な育種目標は、「果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地に陽光面に
紅暈を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少
なく、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部
との味の差がなく、芳香を有する桃」を育成することにあることが明らかである。
　その上で、上記の具体的育種目標に合致する本件黄桃を作出するための本件作出
過程（第２、２（２）イ、エ、オ、カ、キ）のうち、まず、原告ら主張のオの過程
（「昭和２８年、上記実生苗より、両親の中間形質を供えていると思われるもの約
３種を選び、２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして、供試苗とした。」との
過程）を当業者が反復実施することができるか否かについて検討するならば、次の
とおりである。
（ア）　前出甲第２８号証（１頁５行ないし１３行）によると、桃の品種育成にお
いて一般に行われている交雑育種の過程では、交配年の翌年に得られる実生苗にお
いて、葉芽は得られるが、花芽は得られないことが認められる。
　そうすると、交配年（昭和２７年）の翌年であるオの過程においては、実生苗か
ら果実を得ることができず、育種目標である前記のとおりの果実の形質による選抜
はできないものと解される。
（イ）　しかしながら、本件特許請求の範囲の記載によれば、本件黄桃は、果実の
形質のほかに、葉の形質（「葉縁がわずかに波立つが種子親タスバーター程には波
立たない大きな披針形の葉を有し」）及び花の形質（「淡紅色の蕊咲きで、花粉多
く自家受精の性質を有し」）によっても特定されており、それらが一体となって、
新品種である本件黄桃を特徴付ける要件とされていることが明らかであるから、葉
の形質及び花の形質もまた、本件作出過程における選抜基準になり得るものという
べきである。
（ウ）　そして、前記第２、２（３）ア（イ）、イ（イ）における、本件黄桃の種
子親「タスバーター」の葉の形質と、花粉親「晩黄桃」の葉の形質からみるなら
ば、本件黄桃の「葉縁」の形状は、両親の各「葉縁」の形状の「中間」の形質を示
していることが認められる。
　また、上記の中間の形質における葉形や葉縁の形状は、その態様の異同につい
て、視覚的に確認できるものであり、更に、前出甲第２号証及び成立に争いのない
甲第３１号証（昭和５２年１０月２４日付け本件特許願書及び添付の当初明細書、
図面）によると、本件発明についての昭和５２年１０月２４日付け特許願書（以下
「本件願書」という。）においては、本件黄桃の葉の形質について、別紙第１図の
とおりの葉部の枝の写真が添付されていることが認められるから、上記中間の形質
については、当業者において客観的に把握、認識し得るものであったことが明らか
である。
（エ）　そうすると、本件明細書に、オの過程における選抜基準として、両親の
「中間形質」とする旨のみが記載されていたとしても、当業者においては、それが
葉の形質を示すものであることが了知され、かつ、その「中間形質」としての形質
の内容についても明確に了解し得るものであったというべきである。
（オ）　なお、上記の葉の形質が上記選抜基準として実効性を有するものであるか
否かについても検討するに、前出乙第１１号証（１１３頁右欄１２行ないし２２
行）及び成立に争いのない乙第１０号証（【Ｆ】監修「育種ハンドブック」株式会
社養賢堂昭和４９年４月１日発行、５４５頁３５行ないし５４６頁図９―１３下１
行）によると、交雑育種による果樹の品種改良に要する年数を短縮する方法の一つ
として、「幼植物検定法」があり、それは、生育初期（幼苗期）において、生育後
期（成木）においてもまったく同様に発現する形質、もしくは、生育後期（成木）
の形質を推認できるような遺伝相関関係にある別の形質を選抜基準として、幼苗を
選抜する方法であることが認められ、また、前出乙第１１号証（１０４頁左欄１８
行ないし２１行）によると、リンゴにおいては、葉の大きさと果実の大きさ、葉形
と果形、葉柄の形と果こうの形の間に、それぞれ正の相関があり、葉柄および果こ
うの長さと果実の重さとの間に負の相関があるとされていることが認められる。
　そうすると、桃に関する本件発明についても、本件特許請求の範囲に記載された
「果実」の形質と、「葉」の形質とが相互に何らかの関連を有するものと推測し得
るところであり（発明者においても、その点についての自己の経験的知見に基づい
て、「葉」の形質を選抜基準として採用、実施したものと考えられる。）、当業者
においても、実生苗の段階において、前記のような「葉」の形質に基づいて選抜す
ることは、十分に意図し得るものというべきである（また、仮に、桃における



「葉」の形質と「果実」の形質との関連が客観的に明らかとはいえないとしても、
そのこと自体が、オの過程における「葉」の形質を基準とした選抜を実施不可能と
するものでもなく、後記ウ（ウ）（エ）のとおり、本件作出過程において中心とな
るべき「果実」の形質による選抜に影響を与えるものともいえない。）。
（カ）　したがって、オの過程において、当業者が「中間形質」を選抜基準として
本件黄桃の実生苗を選抜することは可能であり、上記基準による選抜の反復可能性
がないとすることはできない。
ウ　次に、原告ら主張のカの過程（「昭和２９年から昭和３３年までの間、各系統
の形質を比較しながら、前記両親の中間形質のものの選抜を繰り返し行った。」と
の過程）についての反復実施の可能性を検討するならば、
（ア）ａ　　前出甲第２８号証（１頁１４行ないし２１行）によると、桃について
一般に行われている交雑育種による品種育成の方法では、交配年から２年目の冬に
おいて、実生苗に、数は少ないが花芽が着生するようになり、３年目には花芽の着
生が多くなるとともに、春に開花し、夏に結実するものであることが認められる。
ｂ　他方、本件作出過程においては、前記第２、２（２）オのとおり、オの過程に
おいて、実生苗が台木に切接ぎされているものであるが、前出乙第１０号証（５４
５頁３５行ないし５４６頁図９―１３下１行）、乙第１１号証（１１３頁右欄１行
ないし１４行、同３３行ないし１１４頁左欄２行）によると、交雑育種による果樹
等の品種改良に要する年数を短縮する方法の一つとして、前記の「幼植物検定法」
のほかに、「老化促進法」（「生育促進法」）があり、それは、生理面から積極的
に老化を促進させ、幼型から成型への移行を早めて、世代交代を早期に実現させる
方法であること、その一つである「接木法」は、１年生実生苗から採った穂木を、
成木の台木に芽接ぎ、あるいは切接ぎをして、開花、結実を早める方法であり、果
樹の育種年限の短縮のため、広く用いられているものであることが認められる。
ｃ　そうすると、切接ぎを用いた本件作出過程においては、開花が早まり、
切接ぎの年である昭和２８年の冬に花芽が着生し、翌年（昭和２９年）の春には開
花、結実し得たものとも考えられ（前出甲第２８号証の記載（７頁１０行ないし１
４行）も、必ずしもこれに反するものとはいえない。）、そうでなくとも、遅くと
も、通常の品種育成の場合と同様に、交配年の翌々年（昭和２９年）に花芽が着生
し、その翌年（昭和３０年）に開花、結実し得たものというべきである。
ｄ　なお、この点について、前出甲第２８号証（２頁２３行ないし３頁１０行）に
は、「（１）モモは、通常、交配後播種してから３年目より開花、結実する。
（略）（２）　モモは接木するより、実生樹を剪定せずにそのまま養成するほうが
早く結実する。実生の若木に切り接ぎした場合、結果年齢は１～２年遅くなるとい
うのが育種関係者の常識である。従って、幼苗養成、幼木養成、予備選抜の段階で
は通常接木はしない。」と記載されていることが認められる。
　しかしながら、前記の乙第１０、第１１号証の記載からみるならば、桃の育成に
おいて、育種年限を短縮させるため接木法を採用し得ないとする理由はなく、ま
た、接木法においては、成木の台木を用いることは技術常識（乙第１１号証１１３
頁３３行ないし３７行参照）であるところ、甲第２８号証の上記記載においては、
若木を台木とした場合の結果年齢をいうものであるから、同号証の上記記載部分
は、カの過程における開花、結実についての前記認定を左右するものとはいえな
い。
（イ）ａ　　そして、前記（ア）ｃのとおり開花する花についても、その形質をも
って、本件における選抜基準となし得るものであることは、前記イ（イ）のとおり
である。
ｂ　本件特許請求の範囲に記載された花の形質は、「淡紅色の蕊咲きで、花粉多く
自家受精の性質を有」するというものであるが、これと、前記第２、２（３）ア
（イ）、イ（イ）における本件黄桃の種子親「タスバーター」の花の形質及び花粉
親「晩黄桃」の花の形質とをそれぞれ対比するならば、本件黄桃の花の形質は、両
親に共通する「淡紅色」に加え、種子親の「蕊咲き」と、花粉親の「花粉多く」を
併せ持つものであることが認められる。
　そうすると、本件黄桃の花の形質は、両親の花の形質との全体的な比較におい
て、両親に共通の形質と、それぞれの両親の一部の形質とを併せ持つ、「中間」の
形質を示すものということができる。
ｃ　また、本件黄桃における上記の中間の形質は、色、咲き様、花粉量についての
ものであるから、その異同を視覚的に確認することができ、他方、前出甲第２、第
３１号証によると、「葉」の場合と同様に、本件願書においては、本件黄桃の花の



形質について、別紙第２図のとおりの開花状況の写真が添付されていることが認め
られることから、当業者において、上記中間の形質を客観的に把握、認識すること
が可能というべきである。
ｄ　更に、「花」の形質と、本件特許請求の範囲に記載された「果実」の形質とが
相互に何らかの関連を有するものと推測し得ることについても、「葉」の形質の場
合と同様である。
ｅ　以上によれば、前記（ア）のとおり、切接ぎにより苗木の開花が早まった場合
には、交配年から２年目（昭和２９年）において、葉の形質に加え、花の形質によ
っても、カの過程における「中間形質」のものを選抜することが可能であったとい
うべきであり、また、切接ぎした苗において、老化の程度が不十分であったため、
切接ぎした年（昭和２８年）に花芽が着生しなかったとしても、切接ぎのない実生
苗に比べ、老化は進行しているはずであるから、交配年から２年目（昭和２９年）
には多くの花芽が着生し、交配年から３年目（昭和３０年）以降には多くの開花が
得られ、上記のとおりの花の形質による選抜が可能であったものと認められる。
（ウ）ａ　　また、前記（ア）のとおり、交配年から２年目もしくは３年目以降の
苗木においては、開花に伴い、特に３年目以降においては多くの結実が得られるも
のであることが明らかである。
ｂ　そして、本件黄桃の「果実」の形質（育種目標）は、前記（２）イのとおり、
「果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地に陽光面に紅暈を現し、外観
きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少なく、粘核であ
り、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部との味の差がな
く、芳香を有する」ものであるが、これと、前記第２、２（３）ア（イ）、イ
（イ）における本件黄桃の種子親「タスバーター」の果実の形質及び花粉親「晩黄
桃」の果実の形質とを対比するならば、育種目標である果実の形質は、両親に共通
する色、外観、果肉、肉質とともに、種子親の「整った円形」、「粘核」、及び、
花粉親の「微酸を含む甘味」を併せ持つものであることが明らかである。
　このように、育種目標である果実の形質は、両親に共通する形質及び両親の形質
の一部を併せ持つものであるから、それを、両親の全体的な形質との対比において
位置付けるならば、葉及び花の形質と同様に、両親の形質の「中間」に位置するも
のということが可能である。
ｃ　また、前出乙第１０号証（５７０頁２７行ないし５７２頁２４行）によると、
果実の形状、色、外観、果肉、肉質、味等について、それらを客観的指標により評
価、確認し得る各種の検定法が存在することが認められ、更に、前出甲第２及び第
３１号証によると、本件願書には、果実の側面と断面について、別紙第３図のとお
りの写真が添付されていることが認められることから、当業者においても、カの過
程における果実の「中間形質」について、客観的に把握、認識し得るものというべ
きである。
ｄ　したがって、交配年から２ないし３年目以降においては、当業者において、果
実の形質により選抜を実施することが可能というべきであり、そのうち、多くの結
実が認められる年以降においては、専ら果実の形質による選抜基準のみに従って、
選抜を実施し得るものと考えられる。
（エ）　そうすると、カの過程においても、本件明細書においては、選抜基準とし
て、両親の「中間形質」によるべきことが記載されているが、当業者としては、こ
の点についても、桃の開花前は、「葉」の形質の基準により、開花、結実後は、
「葉」「花」もしくは「果実」の各形質の基準により、苗木を選抜すべきことが理
解でき、かつ、その選抜基準は明確なものというべきであるから、上記過程におけ
る「中間形質」を基準とする選抜の反復可能性についても、肯定することができる
ものというべきである。
（オ）　なお、原告らは、カの過程において、実生苗から「約３種を選び、２０本
ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供試苗とした。」とされていることに対し、
各２０本については遺伝的にまったく同じものであるから、本件発明における遺伝
淘汰とは、実生苗３種（本）のうちから１種（本）を選ぶことに過ぎず、各２０本
から選抜した際に現れた形態の差異は、必ずしも遺伝因子とは関係がないものと主
張する（請求の原因４（１）イ（イ）ｃ）。
　しかしながら、前出乙第１１号証（９９頁右欄３行ないし９行）によると、同号
証における「交雑育種法」の説明の項において、果樹類の個体の選抜に関し次のと
おり記載されている。
「現在の品種はその中で最も多くのすぐれた形質が組み合わされているものが多い



から、交雑することにより各形質の組合せがくずれて、優良な形質の組合せが散逸
することが少なくない。したがって、交雑実生の中で両親よりすぐれた形質の組合
せを持つ個体を選抜するには、多くの個体を必要とする。」
　上記記載に照らすならば、交雑実生の中から、所望の形質の組合わせを持つ個体
を選抜するには、多くの個体を必要とすることが認められるから、カの過程におけ
る「実生苗の選抜」とは、両親の中間形質を有し、かつ、ある程度の幅を持つ３つ
の選抜基準を設定し、それにかなう実生苗を、翌年の選抜対象数として十分な数だ
け選抜したことを意味するものと解するのが相当である。
　したがって、カの過程における２０本ずつの各実生苗については、遺伝的にまっ
たく同じものとみなすことはできないものというべきである。
エ　更にまた、前出甲第２８号証（５頁８行ないし６頁７行）には、本件作出過程
中における前記第２、２（２）エの過程についても、交配種子を播種した年（昭和
２７年）に実生苗を得ることはできず、翌年（昭和２８年）に得られるべきもので
あるとして、上記記載内容は誤りであるとする趣旨の記載がある。
　しかしながら、前出乙第１０号証（５４６頁１行ないし３行）及び乙第１１号証
（１１３頁右欄２８行ないし３２行、１１６頁左欄２行ないし９行）によると、桃
の苗を養成するにあたり、交配種子に、除核処理、休眠打破処理（温度、日長、化
学物質等による処理）、はい培養処理等を施して播種するならば、播種した年に実
生苗を得ることができることが認められる。
　したがって、それらの方法を用いるならば、上記エの過程に記載のとおり、播種
した昭和２７年に実生苗を得ることができたものと解することが可能であるから、
本件明細書における上記記載も誤りとはいえない。
オ　以上によれば、本件明細書に、植物を選抜淘汰するための客観的基準が示され
ていないから、当業者において本件発明を反復実施することができないとする原告
らの主張は、いずれも失当というべきことになる。
（３）　「通常の手法」による本件発明の反復実施の可否
ア　原告らは、審決が、周知の選抜法、繁殖法、特性検定法の内容たる技術を明ら
かにしておらず、選抜のための客観的指標も明らかにしていないから、当業者にお
いて、審決のいう「通常の手法」により本件発明を実施することはできないと主張
する（請求の原因４（１）ウ（ア））。
　しかしながら、本件発明において、苗木を選抜するための客観的指標（基準）が
明らかであることは、前記（２）に判示のとおりであり、また、本件発明に係る桃
の育種における選抜法、繁殖法、特性検定法が本出願前に周知であったことも、前
記（２）における各証拠としての刊行物の記載から明らかである。
　したがって、原告らの上記主張は失当である。
イ　また、原告らは、オの過程において、実生苗から約３種を選び、２０本ずつ計
６０本を実生砧木に切接ぎをしたとされていることについて、実生苗の選抜基準が
不明である以上、その過程については「通常の手法」とはいえないとも主張する
（請求の原因４（１）ウ（イ））が、この点についても、選抜基準が明らかである
ことは前記（２）の判示のとおりである。
ウ　更に、原告らは、実生苗を台木に切接ぎをした年（昭和２８年）の翌年（昭和
２９年）に果実が得られることは当業者にとって自明とはいえず、「通常の手法」
ではないと主張する（請求の原因４（１）ウ（イ））。
　しかしながら、前記（２）ウ（ア）のとおり、本件発明において、必ずしも、切
接ぎをした翌年に果実を得ることができなかったものともいえず、また、仮に、果
実を得ることができなかったとしても、「葉」と「花」の形質により、苗木を選抜
することが可能であったものと認められるところである上、そのことは、当業者に
おいても十分了解可能であったものというべきであるから、本件作出過程の反復実
施の可能性は否定されるものではなく、原告らの上記主張も失当である。
エ　原告らは、オの過程について、桃は結実が早いため、その育種にあたり、成木
に高接する方法が採られることはないとも主張し（請求の原因４（１）ウ
（イ））、前記甲第２８号証（３頁５行ないし４頁４行、７七頁２行ないし七行）
にも同旨の記載がある。
　しかしながら、前記（２）ウ（ア）ｂのとおり、「接木法」は、果樹の育種年限
の短縮のため広く用いられている方法であり、また、接木法そのものが育種学的も
しくは育種技術的に、桃に適用することができないとする理由は見当たらないとこ
ろであるから（前出甲第２８号証における記載内容も、接木法が桃に適用できない
とするものではなく、適用する必要がないとするものである。）、接木法を用いる



ことによる育種上の効果（育種能率の向上、育種年限の短縮等）が想定できれば、
それを採用したとしても不都合はなく、したがって、オの過程において接木法を用
いたことが、本件発明の反復実施に対する障害となるべき余地はない。
オ　以上によれば、本件発明が「通常の手法」によらないものであり、出願人の
「勘」に頼ってなされたものであるとする原告らの主張も理由がない。
（４）　本件黄桃の均等性、安定性、永続性の存否
　原告らは、交配により、本件発明に係る新品種（本件黄桃）を安定的に取得する
ことができないから、本件黄桃に、均等性、安定性、永続性を認めることはでき
ず、本件発明に反復可能性はないと主張する（請求の原因４（１）エ）。
　しかしながら、交配により、その確率は高いとはいえないが、本件黄桃と同様の
特性を有する桃を作出できることは、前記（１）及び（２）のとおりであり、そう
すると、その作出物を無性的に増殖することにより、その均等性、安定性、永続性
を確保することは十分に可能というべきである。
　したがって、本件発明に係る本件黄桃について、均等性、安定性、永続性を欠く
ものとすることはできない。
　なお、前出甲第２８号証（９頁８行ないし２０行）の記載においては、本件発明
により作出された本件黄桃の均等性について、供試個体数が少ないこと、滴定酸
度、糖度の各数値にも開きがあることを理由に、疑問を呈しているが、上記の個体
数及び数値であっても、必ずしも均等性を欠くものとみなすことができないことは
明らかである。
（５）　親品種（「晩黄桃」）の入手手段の確保
　原告らは、本件発明において作出された新品種（本件黄桃）の花粉親である「晩
黄桃」について、発明者（【Ａ】）によるその入手経路からみるならば、第三者に
よる再入手の方法が確保されているとはいえないから、本件発明は反復可能性を欠
くと主張する（請求の原因４（１）オ）。
　しかしながら、前出甲第２号証によるならば、本件明細書においては、前記第
２、４のとおり、本出願当時、発明者により「晩黄桃」の所在が確保されている旨
及び発明者がそれを分譲する意思を有する旨が記載されていることが認められるの
であり、本件において、上記記載内容に、格別疑問を呈すべき事由は見当たらな
い。
　当業者が本件明細書の記載に基づいて本件黄桃と同様の特性を持つ桃を再現する
ための親品種の入手手段としては、親品種が出願人（発明者）の事実上の管理下に
あり、第三者に提供可能であることが合理的疑いのない程度に明細書に示されてい
れば足り、それによって産業上利用することができる発明として完成しているとい
えるのであって、当該親品種が寄託機関に寄託されていることや、当該発明の特許
期間の終了まで常に第三者に提供できることが保証されていることまで必須とする
ものではない。
　そうすると、本出願当時、当業者（第三者）が「晩黄桃」を入手することは、発
明者を通じることによって可能であったものというべきであり、本件明細書上、そ
の入手方法の確保が発明者の「宣言」に基づくものであったとしても、本件におい
て、「晩黄桃」の入手手段については確保されていたものというべきである。
　したがって、本件発明において、花粉親の「晩黄桃」の入手手段の確保がなく、
その反復実施が不可能であったとすることはできない。
（６）　親品種（「晩黄桃」）の不存在
　原告らは、本件発明においては、少なくとも本件特許権の存続期間の満了に至る
まで、親品種の保存、分譲が確保されるべきであるところ、現在、花粉親である
「晩黄桃」については存在しないものであるから、本件発明についての反復可能性
は認められず、本件発明は未完成のものというべきである旨主張する（請求の原因
４（１）カ）。
　ところで、弁論の全趣旨により成立が認められる甲第２３号証の１及び成立に争
いのない同号証の２によると、平成７年２月に発明者であった【Ａ】が死去したこ
とに伴い、同人が使用していた圃場を管理する者がいなくなったこと等から、本件
黄桃の花粉親である「晩黄桃」の原木については、同年８月時点において既にその
所在が不明となり、今日に至っていることが窺えるところである。
　しかしながら、前記（５）のとおり、「晩黄桃」の入手手段は、本件明細書の記
載（前記第２、４）により確保されていたものと認められ（なお、本件明細書にお
ける上記記載は、後記３のとおり、本件補正により補正されたものであるが、補正
の効力は本出願当初にまで遡るものと解される。）、それによって本件発明は産業



上利用できる発明として完成していたといえるから、仮に、上記のとおり、本件特
許権の設定登録後であって、特許権の効力発生時から１８年近く経過した平成７年
の時点において、本件発明に係る本件黄桃の花粉親である「晩黄桃」の原木が所在
不明になったとしても、そのことから本件発明を未完成のものとすることはできな
い。
（７）以上によれば、本件発明については、原告ら主張のいずれの事由をもってし
ても、本件発明の反復実施の可能性を否定することはできないものというべきであ
るから、本件発明を未完成のものであるとする原告らの主張は失当といわざるをえ
ない。
２　取消事由２（本件発明の要旨認定の誤り）について
（１）　選抜方法の記載について
　原告らは、本件特許請求の範囲について、「目的とする植物を客観的指標に基づ
いて選抜する方法」の記載を欠き、また、審決においては、上記「選抜する方法」
を、「果樹の育種における通常の方法」であると認定しているが、この「通常の方
法」は、本件明細書の「詳細な説明」の記載に基づくものではないから、審決にお
ける本件発明の要旨の認定は誤りであると主張する（請求の原因４（２）ア）。
　しかしながら、前記審決の理由の要点によれば、審決は、請求人である原告ら主
張の特許無効事由を検討して本件発明が特許要件を具備していたかについて判断す
るに当たり、その前提として本件発明の要旨を特許請求の範囲の記載に基づいて認
定したものであり、本件発明の前記特許請求の範囲の記載に照らし、その記載どお
りに本件発明の要旨を認定したことに何らの誤りも存しない。
　原告らの前記主張は、本件発明の特許請求の範囲には「目的とする植物を客観的
指標に基づいて選抜する方法」を記載すべきであり、この記載を欠くことは特許請
求の範囲に特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項を記載して
いない場合に当たるという趣旨に理解されないではないが、本件特許が特許法３６
条に違反することは、審判手続において無効事由として主張されていないから、そ
のような主張を審決取消訴訟においてすることは許されないところであり、また本
件明細書の記載内容に照らし、本件発明に係る桃の作出過程の基本的手法を「果樹
の育種における通常の方法」と認定したことに何らの誤りも存しないことは前記１
に判示したとおりである。
　したがって、審決においては、本件発明の要旨認定について、上記の点に関する
誤りがあるとする余地はなく、原告らの主張は失当である。
（２）　「常法により無性的に増殖する方法」の記載について
　原告らは、本件発明は、桃の新品種の育種方法についての発明であり、他方、植
物品種の増殖方法については、先行技術により既に解決済みの事項であるから、本
件特許請求の範囲の記載中における「常法により無性的に増殖する方法」の部分
は、本件発明の要旨となるものではないと主張する（請求の原因４（２）イ）。
　しかしながら、本件発明は、新品種を育成するとともに、増殖することも発明の
目的とするものである（前記第２、１）から、「常法により無性的に増殖する」こ
とについても、発明の構成要件となり得ることは明らかである。
　したがって、本件発明の要旨については、「常法により無性的に増殖する」こと
をも含めて認定すべきことは当然であるから、原告らの上記主張も理由がないとい
うべきである。
３　取消事由３（本件発明における要旨変更）について
（１）　原告らは、本件明細書に基づく本件発明について反復可能性が認められ、
未完成のものとはいえないとしても、当初明細書においては、「晩黄桃」の入手手
段の記載がなく、その分譲を保証する旨の記載もなかったため、発明の反復可能性
を欠き未完成のものであったところ、本件補正により上記記載が追加され、本件発
明が反復可能なものとなったのであるから、本件補正は、未完成発明を完成させた
ものとして、発明の要旨を変更するものである旨、したがって、本件発明は、本件
補正のなされた昭和５７年７月１９日に出願されたものとみなされるから、本件公
開公報に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものである旨を主
張する（請求の原因４（３））。
（２）　そこで検討するに、前出甲第３１号証（当初明細書）及び成立に争いのな
い甲第７号証（本件補正書）、甲第３２号証（昭和５６年８月１７日付け手続補正
書）によると、本件黄桃及び「晩黄桃」の所在等について、当初明細書の「発明の
詳細な説明」欄には次のとおり記載されており（なお、昭和５６年８月１７日付け
手続補正書（全文補正）においても同文とされた。）、それが、本件補正書によ



り、前記第２、４のとおり補正されたことが認められる。
「［３］本新品種‘倉方黄桃’の所在
　本発明の桃植物の新品種‘倉方黄桃’の原木は、本発明者の農場である。
　東京都世田谷区＜以下略＞にその直接の種子親であり朝鮮より移入したタスバー
ター種と共に保管栽培されており、本種の特性確認のために役立て得ることを宣言
する。」（当初明細書１３頁下から９行ないし３行、以下「補正前の記載部分」と
いう。）
（３）　そして、本件発明については、本件補正に係る前記第２、４の記載によ
り、本件黄桃の親品種である「晩黄桃」の入手手段が確保されているものと解され
ることは、前記１（５）のとおりである。
　そうすると、本件補正が「晩黄桃」について記載を追加したことにより、本件発
明が反復実施不可能なものから実施可能なものに補正されたものであるか否かは、
当初明細書における補正前の記載部分に基づいて、当業者が本件発明を反復実施す
ることが可能であったか否かにかかることになる。
（４）　そこで、以下、その点について検討するに、
ア　補正前の記載部分においては、本出願人が当業者（第三者）に対し、種子親
「タスバーター」の原木の所在及び本件黄桃の原木の所在を明確にし、かつ、本件
黄桃の無性的繁殖を試みようとする当業者には、両原木の分譲を保証する旨が記載
されているが、花粉親「晩黄桃」の所在及び分譲の保証については記載されていな
い。
イ　しかしながら、成立に争いのない甲第２０号証（【Ｇ】著「果物のたどってき
た道」日本放送出版協会昭和５１年１月２０日発行、４５頁１１行ないし１４行、
４９頁１２行ないし１４行）の記載にも照らすならば、交雑育種で得た果樹の新品
種を増殖、栽培するにあたっては、同じ交雑育種を繰り返しても同様の品質、特性
のものを得ることが困難であることから、再度の交雑育種によることなく、無性増
殖の方法を用いることが当業者の技術常識であることが明らかである。
　このような技術常識を前提とするならば、当業者が、本件発明を再実施するに際
しては、交配から本件作出過程を反復実施するということはなく、本出願人から、
本件黄桃の原木の分譲を受けるのが通常であると解される。
ウ　してみれば、本出願人が、当初明細書において、当業者に対し、本件黄桃等の
原木の所在を明確にし、その分譲を保証するとしたことは、上記のような技術常識
を踏まえた上でのことであり、それにより、当業者に対し、本件発明の反復実施を
保証するという趣旨を示したものと解される。したがって、補正前の記載部分は、
上記技術常識によらず、本件作出過程の当初の段階から本件発明の反復実施を開始
しようとする当業者が出現した場合には、当然、本件発明の反復実施のため、本件
黄桃の花粉親「晩黄桃」の提供に応じる意思を示すものであることが明らかであ
る。
エ　そして、前記第２、２（２）のとおりの本件明細書（甲第２号証）の記載（な
お、当初明細書においても同様の記載がある。）及び上記（２）のとおりの当初明
細書の記載からみるならば、花粉親「晩黄桃」が、昭和２７年当時、本出願人の農
場に存在していたものであることは確かであり、その後も、本出願人の農場又はそ
の支配の及ぶ場所において、それが栽培されていたものと考えられるところであ
る。したがって、当初明細書に、本件黄桃の花粉親「晩黄桃」の所在及び提供手段
が記載されていなかったとしても、そのことは、花粉親「晩黄桃」が、本出願当
時、本出願人の所有又は支配の及ぶ場所に存在せず、その結果、当業者による本件
発明の実施が不可能であったことまでをも意味するものでないことは明らかであ
る。
オ　以上によれば、当初明細書における補正前の記載部分は、本件黄桃の花粉親
「晩黄桃」の原木の分譲についても、実質的に保証する趣旨を示しており、本件補
正は、当初明細書に開示された本出願人の上記保証の範囲内において、出願時に明
示されていなかった花粉親「晩黄桃」の所在及び提供手段を明確にしたものという
ことができるから、当初明細書の開示の範囲内において、その記載内容を補正した
ものというべきである。
カ　したがって、当初明細書の補正前の記載部分においても、「晩黄桃」の入手手
段の確保は図られていたものとみなすのが相当であり、本件発明は、当初明細書の
記載によっても、当業者による反復実施の可能性を欠くものではなかったというべ
きである。
　そうすると、本件補正は、未完成発明を完成させたものであるとはいえず、本件



発明の要旨を変更するものといえないことは明らかである。
（５）　以上のとおりであるから、原告らの上記主張も、その点において失当とい
うべきである。
４　取消事由四（ＵＰＯＶ条約違反）について
　原告らは、本件特許権が、実質的には新品種（本件黄桃）の保護を目的とするも
のであるから、ＵＰＯＶ条約２条１項（二重保護の禁止）に違反するとし、また、
その点について、審決には、審理不尽、理由不備の違法があると主張する（請求の
原因４（４））。
　しかしながら、ＵＰＯＶ条約は、植物品種の保護を目的とした国際条約であり、
それに対応する国内法として種苗法が施行されているが、ＵＰＯＶ条約及び種苗法
は、植物品種それ自体を保護するためのものであるのに対し、本件発明は、その特
許請求の範囲における記載のとおり、実質的にも、植物品種についてのものではな
く、植物品種の育成、増殖方法についてのものであることが明らかであり、このこ
とは、原告ら主張の各事由を考慮しても同様である。
　そうすると、本件特許権は、その保護対象を種苗法と異にするものであるから、
そもそも、本件特許権がＵＰＯＶ条約２条１項に抵触する余地はないものというべ
きであり（なお、１９９１年３月の外交会議において、上記二重保護禁止条項の削
除を含むＵＰＯＶ条約の改正案が採択されている。）、また、審決に、審理不尽、
理由不備の違法があるとする余地もない。
　したがって、原告らの上記主張もまた失当というべきである。
第４　以上によれば、審決には、原告ら主張の違法はなく、その取消しを求める原
告らの本訴請求は理由がないものというべきであるから、これを棄却することと
し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条、９３条１項
を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　竹田稔　持本健司　山田知司）
別紙　省略


